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� 愛媛県知事　中　村　時　広
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（条例別表第１の規則で定める事務）
第１条　愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成27年愛媛県条例
第49号。以下「条例」という。）別表第１の１の項の規則で定め
る事務は、同項に規定する高等学校等奨学給付金の支給の申請の
受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する
応答に関する事務とする。

第２条　条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、次のとおり
とする。
⑴　学び直し支援金（条例別表第１の２の項に規定する学び直し
支援金をいう。以下同じ。）の受給資格の認定の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
に関する事務

⑵　学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出
の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対
する応答に関する事務

第３条　条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、次のとおり
とする。
⑴　専攻科修学支援金（条例別表第１の３の項に規定する専攻科
修学支援金をいう。以下同じ。）の受給資格の認定の申請の受
理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する
応答に関する事務

⑵　専攻科修学支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届
出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に
対する応答に関する事務

第４条　条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、同項に規定
する専攻科奨学給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実
についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第５条　条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、次のとおり
とする。
⑴　生活保護法（昭和25年法律第144号）第19条第１項の規定に
準じて行う保護の実施に関する事務

⑵　生活保護法第24条第１項の規定に準じて行う保護の開始の申
請若しくは同条第９項において準用する同条第１項の規定に準
じて行う保護の変更の申請の受理、それらの申請に係る事実に
ついての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

⑶　生活保護法第25条第１項の規定に準じて行う職権による保護
の開始又は同条第２項の規定に準じて行う職権による保護の変
更に関する事務

⑷　生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に
関する事務

⑸　生活保護法第29条第１項の規定に準じて行う資料の提供等の
求めに関する事務

⑹　生活保護法第55条の４第１項の規定に準じて行う就労自立給
付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答に関する事務

⑺　生活保護法第55条の５第１項の規定に準じて行う進学・就職
準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実について

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事務並びに同条例別表第２の規則で定める事務及び情報を定める規則の
一部を改正する規則

　愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事務並びに同条例別表第２の規則で定める事務及び情報を定める規則（平成
27年愛媛県規則第47号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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（条例別表第１の規則で定める事務）
第１条　愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成27年愛媛県条例
第49号。以下「条例」という。）別表第１の１の項の規則で定め
る事務は、次のとおりとする。

の審査又はその申請に対する応答に関する事務
⑻　生活保護法第55条の８第１項の規定に準じて行う被保護者健
康管理支援事業の実施に関する事務

⑼　生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要した費用の返
還に関する事務

⑽　生活保護法第77条第１項又は第78条第１項から第３項までの
規定に準じて行う徴収金の徴収（同法第78条の２第１項又は第
２項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。）に関する事務

第６条　条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、次のとおり
とする。
⑴　ウイルス性肝炎の治療のため必要な医療費（以下「肝炎治療
費」という。）の支給に関する事務

⑵　肝炎治療費の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実に
ついての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑶　肝炎治療費の受給者証に関する事務
⑷　肝炎治療費の支給認定の変更に関する事務
⑸　肝炎治療費の支給認定の取消しに関する事務
⑹　肝炎治療費の支給認定の申請内容の変更の届出の受理、その
届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関
する事務

第７条　条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、ウイルス性
肝炎等の検査のため必要な医療費の支給の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事
務とする。

第８条　条例別表第１の８の項の規則で定める事務は、次のとおり
とする。
⑴　Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルスによる肝がん又は重
度肝硬変の治療のため必要な医療費（以下「肝がん等治療費」
という。）の支給に関する事務

⑵　肝がん等治療費の支給認定の申請の受理、その申請に係る事
実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑶　肝がん等治療費の参加者証に関する事務
⑷　肝がん等治療費の支給認定の変更に関する事務
⑸　肝がん等治療費の支給認定の取消しに関する事務
⑹　肝がん等治療費の支給認定の申請内容の変更の届出の受理、
その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
に関する事務

第９条　条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、次のとおり
とする。
⑴　特定疾患の治療のため必要な医療費（以下「特定疾患治療
費」という。）の支給に関する事務

⑵　特定疾患治療費の支給認定の申請の受理、その申請に係る事
実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑶　特定疾患治療費の受給者証に関する事務
⑷　特定疾患治療費の支給認定の変更に関する事務
⑸　特定疾患治療費の支給認定の取消しに関する事務
⑹　特定疾患治療費の支給認定の申請内容の変更の届出の受理、
その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
に関する事務

第10条　条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　別表第１の10の項の規則で定め
る事務は、次のとおりとする。
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⑴～⑹　省略
第２条　条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、高卒認定試
験給付金（同項に規定する高卒認定試験給付金をいう。以下同
じ。）の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答に関する事務とする。
（条例別表第２の規則で定める事務及び情報）
第３条　条例別表第２の１の項の規則で定める事務は、同項に規定
する学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実について
の審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請
を行う者に係る高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成
22年法律第18号）第３条第１項の規定による高等学校等就学支援
金の支給に関する情報とする。

⑴～⑹　省略
第11条　条例別表第１の11の項の規則で定める事務は、高卒認定試
験給付金（同項に規定する高卒認定試験給付金をいう。以下同
じ。）の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答に関する事務とする。
（条例別表第２の規則で定める事務及び情報）

第12条　条例別表第２の１の項の規則で定める事務は、　　　　　
　　学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事実について
の審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請
を行う者に係る高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成
22年法律第18号）第３条第１項の規定による高等学校等就学支援
金の支給に関する情報とする。

第13条　条例別表第２の２の項の規則で定める事務は、次の各号に
掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる
事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
⑴　生活保護法第19条第１項の規定に準じて行う保護の実施に関
する事務　次に掲げる情報
ア　外国人であって、生活保護法第６条第２項に規定する要保
護者に準ずるもの若しくは同条第１項に規定する被保護者に
準ずる者であったもの又はこれらの者と同一の世帯に属する
者（以下「外国人要保護者等」という。）に係る児童福祉法
（昭和22年法律第164号）第19条の２第１項の小児慢性特定
疾病医療費若しくは同法第24条の２第１項の障害児入所給付
費の支給又は同法第20条第１項の療育の給付に関する情報

イ　アに規定する同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19
条第１項の規定による保護の実施、同法第24条第１項の規定
による保護の開始若しくは同条第９項において準用する同条
第１項の規定による保護の変更、同法第25条第１項の規定に
よる職権による保護の開始若しくは同条第２項の規定による
職権による保護の変更若しくは同法第26条の規定による保護
の停止若しくは廃止に関する情報（以下「生活保護実施関係
情報」という。）、同法第55条の４第１項の規定による就労
自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の５第１項の
規定による進学・就職準備給付金の支給に関する情報

ウ　外国人要保護者等に係る児童扶養手当法（昭和36年法律第
238号）第４条第１項の規定による児童扶養手当の支給に関
する情報

エ　外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法
（昭和39年法律第129号）第13条第１項、第31条の６第１項
若しくは第32条第１項若しくは附則第３条第１項若しくは第
６条第１項の規定による資金の貸付け又は同法第31条第１号
（同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含
む。）の規定による給付金の支給に関する情報

オ　外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律（昭和39年法律第134号）第３条第１項、第17条若し
くは第26条の２の規定による手当の支給又は国民年金法等の
一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）附則第97条第１
項の規定による福祉手当の支給に関する情報

カ　外国人要保護者等に係る労働施策の総合的な推進並びに労
働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和
41年法律第132号）第18条第２号の規定による求職者の知識
及び技能の習得を容易にするための給付金の支給に関する情
報
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第４条　条例別表第２の２の項の規則で定める事務は、高卒認定試
験給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務と
し、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る児童扶
養手当法（昭和36年法律第238号）第４条第１項の規定による児
童扶養手当の支給に関する情報とする。
第５条　条例別表第２の３の項の規則で定める事務は、次の各号に
掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる
事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
⑴　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第
19条第８号の規定により生活保護法（昭和25年法律第144号）
第19条第１項の規定による保護の実施、同法第24条第１項の規
定による保護の開始若しくは同条第９項において準用する同条
第１項の規定による保護の変更、同法第25条第１項の規定によ
る職権による保護の開始若しくは同条第２項の規定による職権
による保護の変更又は同法第26条の規定による保護の停止若し
くは廃止に関する情報の提供を受ける事務　当該事務の対象で
ある外国人又は当該事務の対象である者と同一の世帯に属する
外国人に係る生活保護法第19条第１項の規定に準じて行う保護
の実施、同法第24条第１項の規定に準じて行う保護の開始若し
くは同条第９項において準用する同条第１項の規定に準じて行
う保護の変更、同法第25条第１項の規定に準じて行う職権によ
る保護の開始若しくは同条第２項の規定に準じて行う職権によ
る保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若
しくは廃止に関する情報

キ　外国人要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促
進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立
の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第１項若
しくは第３項の支援給付の実施又は中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部
を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第１項
の支援給付の実施に関する情報

ク　外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第58
条の規定による自立支援医療費の支給に関する情報

ケ　外国人要保護者等に係る難病の患者に対する医療等に関す
る法律（平成26年法律第50号）第５条第１項の規定による特
定医療費の支給に関する情報

⑵　生活保護法第24条第１項の規定に準じて行う保護の開始の申
請又は同条第９項において準用する同条第１項の規定に準じて
行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
　前号に掲げる情報

⑶　生活保護法第25条第１項の規定に準じて行う職権による保護
の開始又は同条第２項の規定に準じて行う職権による保護の変
更に関する事務　第１号に掲げる情報

⑷　生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に
関する事務　第１号に掲げる情報

⑸　生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返
還に関する事務　第１号に掲げる情報

⑹　生活保護法第77条第１項又は第78条第１項から第３項までの
規定に準じて行う徴収金の徴収（同法第78条の２第１項又は第
２項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。）に関する事務
　第１号に掲げる情報

第14条　条例別表第２の３の項の規則で定める事務は、高卒認定試
験給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務と
し、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る児童扶
養手当法　　　　　　　　　　　 第４条第１項の規定による児
童扶養手当の支給に関する情報とする。

第15条　条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、次の各号に
掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる
事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
⑴　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第27号。以下「法」という。）第
19条第８号の規定により生活保護実施関係情報　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　の提供を受ける事務　当該事務の対象で
ある外国人又は当該事務の対象である者と同一の世帯に属する
外国人に係る生活保護法第19条第１項の規定に準じて行う保護
の実施、同法第24条第１項の規定に準じて行う保護の開始若し
くは同条第９項において準用する同条第１項の規定に準じて行
う保護の変更、同法第25条第１項の規定に準じて行う職権によ
る保護の開始若しくは同条第２項の規定に準じて行う職権によ
る保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若
しくは廃止に関する情報
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⑵・⑶　省略⑵・⑶　省略

　　　附　則
　この規則は、令和７年10月31日から施行する。

告　　　　示

○愛媛県告示第944号
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年
法律第88号）第28条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥
獣保護区の存続期間を更新する。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

名　称 区　　　域 存続期間 保護に関する指針

葛籠尾鳥

獣保護区

　愛媛県と高知県との境界に

ある東光森山三角点（1,486.

1メートル）を起点し、ここ

から同境界を南西に進み、新

居浜市別子山筏津に通じる山

道との交点に至る。ここから

同山道を南西に進み、太田尾

越を経て、更に同山道を南西

ないしほぼ北西に進み、銅山

川に出て、同川右岸を下流に

進み、葛籠尾で住友林業株式

会社所有の山林と同山林以外

の民有林との境界に至り、こ

こから同境界を南ないし南東

に進み、更に同境界を北東な

いし南東に進み、積善谷に通

じる谷との交点に至る。ここ

から同谷を北東に進み、登美

野部落と草原部落を結ぶ山道

と積善谷との交点に至り、こ

こから同谷を南東に約50メー

トル進み、同谷と小谷との分

岐点に至り、ここから同小谷

の東側の稜線をほぼ南東に進

み、東光森山に向かう稜線と

の交点に至り、ここから同稜

線を南西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

令和７年

11月１日

から令和

17年10月

31日まで

　当該地域のほとん

どが会社有林である

が、スギ・ヒノキの

人工林のみならず、

ミズナラ・シデ・ク

ロモジ・マツ等の天

然林があり、針広混

交林などの林相の変

化に富む地域となっ

ていることから、こ

れらの良好な鳥獣の

生息環境となってい

る区域について保護

区に指定し、当該地

域に生息する鳥獣の

生息環境を保全す

る。

亀谷鳥獣

保護区

　喜多郡内子町上川の県道美

川小田線と町道今生薬師堂線

との交点を起点とし、ここか

ら同県道をほぼ西に進み、町

道中川亀ヶ谷線との交点に至

り、ここから同町道及びこれ

に続く林道亀ヶ谷線をほぼ北

に進み、日浦嶺三角点（901.

0メートル）に至る稜線との

交点に至り、ここから同稜線

同　　上 　当該地域は、人工

林が多くを占める当

地方にあって、所々

に天然林が残されて

おり鳥獣の貴重な生

息地となっているこ

とから、鳥獣保護区

に指定し、当該地域

に生息する鳥獣の保

護を図る。

をほぼ北に進み、同三角点に

至る。ここから稜線をほぼ北

東ないし南東に進み、馬之地

山を経て、更に稜線を東に進

み、今生坂峠で通称小田街道

に出て、同街道をほぼ南に

進み、林道野村北地線を横断

し、更に同街道を南に進み、

林道今生坂線を横断し、更に

同街道を南に進み、同林道に

出る。ここから同林道をほぼ

南に進み、町道今生薬師堂線

に出て、同町道をほぼ西に進

み、起点に至る線に囲まれた

区域

　また、定期的に巡

視を実施し、静謐な

環境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生息　　

に著しい影響を及ぼ

すことのないよう留

意するとともに、自

然とのふれあい場、　　

鳥獣の観察や保護活

動を通じた環境教育

の場として活用を図

る。

玉川ダム

鳥獣保護

区

　今治市玉川町龍岡下の愛媛

県玉川ダム管理事務所を起点

とし、ここから玉川ダムえん

堤を南東に進み、市道中通大

下１号線に出て、同市道をほ

ぼ南に進み、市道中通大下線

との交点に至る。ここから同

市道をほぼ西に進み、赤末橋

を経て国道317号に出る。こ

こから同国道を北東に進み、

天神橋を経て、更に同国道を

ほぼ北東ないし南東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同　　上 　集団で渡来する水

鳥等の渡り鳥の保護

を図る。

西山鳥獣

保護区

　西条市丹原町古田の興隆寺

旧参道と西山池に通じる車道

との交点を起点とし、ここか

ら同車道をほぼ西ないし南に

進み、同寺所有の山林と同山

林以外の民有林との境界に

至り、ここから同境界をほぼ

南西ないし北西に進み、同寺

境内に通じる歩道との交点に

至る。ここから同歩道を北西

ないしほぼ南西に進み、観世

の滝に至る稜線との交点に至

り、ここから同稜線を北に約

340メートル進み、同滝に至

る。ここから市道池田西山線

に通じる歩道を北東に進み、

同市道に出て、同市道を東に

進み、同参道に通じる歩道

（通称お大師道）との交点に

同　　上 　当該地域は、社寺

の境内地を中心とし

た森林であり、針広

混交林などの林相の

変化に富む地域であ

り、特に樹齢１００年

を越える天然林もあ

ることから、これら

の良好な鳥獣の生息

環境となっている区

域について保護区に

指定し、当該地域に

生息する鳥獣の生息

環境を保全する。
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至る。ここから同歩道を東に

約450メートル進み、同参道

との交点に至り、ここから同

参道をほぼ東に約200メート

ル進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

西谷鳥獣

保護区

　上浮穴郡久万高原町西谷10

200番１の久万高原町所有の

山林の区域

同　　上 　当該地域は、ほと

んどが人工林ではあ

るが、高齢級の林相

となっており、比較

的地形も緩やかで、

地元住民にとっては

身近な自然とのふれ

あいの場となってい

る地域であり、ムサ

サビをはじめ多様な

鳥獣が生息している

ことから、鳥獣保護

区に指定し、当地域

に生息する鳥獣の保

護を図る。

　また、定期的に巡

視を実施し、静謐な

環境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生息

に著しい影響を及ぼ

すことのないように

留意するとともに、

自然とのふれあいの

場、鳥獣の観察や保

護活動を通じた環境

教育の場として活用

を図る。

大宝寺鳥

獣保護区

　上浮穴郡久万高原町菅生の

町道大坊線の勅使橋東端を起

点とし、ここから王子川右岸

を下流に約50メートル進み、

ここから谷を北に約270メー

トル進み、久万造林株式会社

所有の山林と宗教法人大宝寺

所有の山林との境界に至り、

ここから同境界をほぼ北東に

進み、標高点（752.6メート

ル）を経て、更に同境界をほ

ぼ南東に進み、峠御堂で同町

道に通じる山道に出る。ここ

から同山道をほぼ南西ないし

南東に進み、同町道に出て、

同町道をほぼ西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同　　上 　当該地域は、ほと

んどが人工林ではあ

るが、高齢級の林相

となっており、比較

的地形も緩やかで、

地元住民にとっては

身近な自然とのふれ

あいの場となってい

る地域であり、ムサ

サビをはじめ多様な

鳥獣が生息している

ことから、鳥獣保護

区に指定し、当地域

に生息する鳥獣の保

護を図る。

　また、定期的に巡

視を実施し、静謐な

環境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生息

に著しい影響を及ぼ

すことのないように

留意する。

○愛媛県告示第945号
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年
法律第88号）第29条第１項の規定に基づき、次のとおり特別保護地
区を指定する。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

名　称 区　　　域 存続期間 保護に関する指針

亀谷鳥獣

保護区特

別保護地

区

　喜多郡内子町と上浮穴郡久

万高原町との境界にある日浦

嶺三角点（901.0メートル）

を起点とし、ここから稜線を

ほぼ北東ないし南東に進み、

馬之地山を経て、更に同稜線

を東に進み、今生坂峠で通称

小田街道に出て、同街道を南

に280メートル進む。ここか

ら作業道日浦峰鼻高線の終点

に向かって進み、同三角点に

至る稜線との交点に至り、こ

こから同稜線を北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

令和７年

11月１日

から令和

17年10月

31日まで

　亀谷鳥獣保護区の

うち、喜多郡内子町

と上浮穴郡久万高原

町との町境周辺の特

に良好な生息環境と

なっている区域につ

いて、特別保護地区

に指定し、当該地域

に生息する鳥獣の生

育環境を保全する。

玉川ダム

鳥獣保護

区特別保

護地区

　今治市玉川町龍岡下の愛媛

県玉川ダム管理事務所を起点

とし、ここから玉川ダムえん

堤を南東に進み、市道中通大

下１号線に出て、同市道をほ

ぼ南に進み、市道中通大下線

との交点に至る。ここから同

市道をほぼ西に進み、赤末橋

を経て国道317号に出る。こ

こから同国道を北東に進み、

天神橋を経て、更に同国道を

ほぼ北東ないし南東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

のうち、玉川ダム貯水池の常

時満水位と陸地との接する線

に囲まれた区域

同　　上 　集団で渡来する水

鳥等の渡り鳥の保護

を図る。

○愛媛県告示第946号
　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年
法律第88号）第35条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使
用禁止区域を指定する。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
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名　称 区　　　域 存続期間
禁止に係
る特定猟
具の種類

東野特

定猟具

使用禁

止区域

　松山市南久米町の日尾八幡神社前の県道

松山川内線と県道松山東部環状線との交点

を起点とし、ここから同県道をほぼ北に進

み、国道317号に出て、同国道をほぼ北な

いし北東に進み、岩堰橋を経て、更に同国

道をほぼ北東に進み、横谷調整池の流水路

との交点に至る。ここから同水路を東に進

み、同調整池で旧湯山村と旧小野村と旧久

米村との境界の交点に至る稜線との交点に

至り、ここから同稜線を南に進み、旧湯山

村と旧小野村と旧久米村との境界の交点に

至る。ここから旧湯山村と旧小野村との境

界を東に進み、市道小野３号線に出て、同

市道を南に進み、市道小野25号線との交点

に至る。ここから、同市道及びこれに続く

市道久米97号線を西に進み、県道松山川内

線に出て、同県道をほぼ北西に進み、県道

松山東部環状線との交点に至り、ここから

同県道をほぼ北西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

令和７年

11月１日

から令和

17年10月

31日まで

銃 器

関川特

定猟具

使用禁

止区域

　四国中央市土居町畑野の市道畑野旧国道

線の常盤橋東端を起点とし、ここから同市

道をほぼ南西に進み、市道土居高曽根線と

の交点に至り、ここから同市道を北西に進

み、市道大橋大谷線との交点に至る。こ

こから同市道を北東に進み、大谷橋西端

で関川に出て、同川左岸を下流に進み、市

道天皇海通橋線との交点に至る。ここから

同市道を北東に進み、市道海通橋海岸線と

の交点に至り、ここから同市道並びにこれ

に続く市道海通橋粟井線及び市道県道粟井

海岸線を北東に進み、県道壬生川新居浜

野田線に出て、同県道を南東に進み、市道

下井手藤原海岸線との交点に至る。ここか

ら同市道を南西に進み、市道海通橋長原線

との交点に至り、ここから同市道をほぼ西

に進み、市道八雲神社常盤橋線との交点に

至る。ここから同市道を南西ないし南に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同　　上 同 上

久万高

原ふる

さと旅

行村

　上浮穴郡久万高原町下畑野川の県道西条

久万線とエンマド川との交点を起点とし、

ここから同川左岸を上流に約450メートル

進み、同町下畑野川乙1056番地の山林と同

町下畑野川乙1061番地の山林と同町下畑野

川乙1046番地４の山林との境界の交点に至

り、ここから稜線及びこれに続く同町所有

の山林と同山林以外の民有林との境界をほ

ぼ東に進み、同町下畑野川乙488番地１の

山林と同町下畑野川乙1109番地１の山林と

同町下畑野川乙969番地２の山林との境界

同　　上 同 上

の交点に至る。ここから同町所有の山林と

同山林以外の民有林との境界をほぼ南西な

いし東に進み、同町下畑野川乙488番地３

の土地と同町下畑野川乙1105番地６の山林

と同町下畑野川乙1105番地１の山林との境

界の交点に至り、ここから久万高原花卉花

木園所有の土地と隣接する山林との境界を

ほぼ東に進み、同町下畑野川乙488番地３

の土地と同町下畑野川乙1114番地の土地と

同町下畑野川乙1112番地２の山林との境界

の交点に至り、ここから愛媛ハイランド開

発株式会社高原ゴルフ倶楽部所有の土地と

隣接する山林との境界をほぼ北東ないし南

東に進み、町道嵯峨山線に出る。ここから

同町道をほぼ西に進み、同県道との交点に

至り、ここから同県道をほぼ西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

源池公

園特定

猟具使

用禁止

区域

　宇和島市津島町槇川の市道影平線と県道

宿毛津島線との交点を起点とし、ここから

同県道を南東に約270メ－トル進み、農道

との交点に至る。ここから同農道を南西に

約60メ－トル進み、最初の分岐点に至り、

ここから同農道分岐線を南東に約30メ－ト

ル進み、二番目の分岐点に至り、ここから

同農道分岐線を南西に進み、同農道終点に

至る。ここから歩道をほぼ西に進み、三差

路を経て、更に同歩道を南西に進み、同歩

道の終点で同町槇川2208番１の土地と同町

槇川2207番の土地との境界の交点に至る。

ここから同土地とその他の土地との境界を

北西に進み、市道影平東線に出る。ここか

ら同市道をほぼ北に進み、市道影平線との

交点に至り、ここから同市道を北東に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同　　上 同 上

中山池

特定猟

具使用

禁止区

域

　宇和島市三間町成家の県道宇和三間線と

市道山下正池線との交点を起点とし、ここ

から同市道を北に進み、市道大藤黒井地線

との交点に至り、ここから同市道を北東な

いしほぼ東に進み、市道西前大下線との交

点に至る。ここから同市道を南に進み、市

道大下西線との交点に至り、ここから同市

道を西に進み、宇和島市立成妙小学校に通

じる山道（通称旧学童道）との交点に至

る。ここから同山道をほぼ南西に進み、市

道道の上線に出て、同市道を南西に進み、

同県道に出る。ここから同県道をほぼ北西

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同　　上 同 上

石風呂

特定猟

具使用

禁止区

域

　松山市辰巳町の県道辰巳伊予和気停車場

線と県道松山港線との交点を起点とし、こ

こから同県道をほぼ北西に進み、高浜五丁

目から太山寺に通じる山道との交点に至

る。ここから同山道を東に進み、同寺を経

同　　上 同 上
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て、更に同山道を東に進み、市道和気121

号線に出る。ここから同市道を東に進み、

県道辰巳伊予和気停車場線に出て、同県道

を南に進み、起点に至る線に囲まれた区域

瀬戸ふ

れあい

交流セ

ンター

特定猟

具使用

禁止区

域

　西宇和郡伊方町大久の国道197号の北側

にある同町の所有地の区域一円

同　　上 同 上

今田特

定猟具

使用禁

止区域

　西予市城川町魚成の市道丸岡線と市道魚

成線との交点を起点とし、ここから同市道

をほぼ南西に進み、市道畑ヶ峠線との交点

に至り、ここから同市道を西ないし北東に

進み、同町魚成5426番地の土地と同町魚成

5856番地の土地との間を通る歩道との交点

に至り、ここから同歩道を南東に進み、市

道丸岡線に出て、同市道をほぼ南東に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同　　上 同 上

河原津

特定猟

具使用

禁止区

域

　西条市河原津の北新開橋南端を起点と

し、ここから海岸線に沿って北東ないし南

東に進み、防波堤、物揚場を経て更にその

海岸線を南東ないし南西に進み、市道河原

津東線との交点に至る。ここから同市道を

北西ないし北に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同　　上 同 上

市場・

上三谷

特定猟

具使用

禁止区

域

　伊予市市場の国道56号と四国縦貫自動車

道との交点を起点とし、ここから同国道を

ほぼ北に進み、市道稲荷下三谷線との交点

に至り、ここから同市道をほぼ北東に進

み、市道下吾川上野線との交点に至り、こ

こから同市道をほぼ東に進み、県道砥部伊

予松山線との交点に至る。ここから同県道

をほぼ南東に進み、四国縦貫自動車道との

交点に至る。ここから同自動車道を南西に

進み起点に至る線に囲まれた区域

同　　上 同 上

○愛媛県告示第947号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定によ
り、次のように保安林の指定をする。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　保安林の所在場所
　　西条市黒瀬字大薮乙718番16
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐は、択伐による。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以
上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁
及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

○愛媛県告示第948号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第77条の35の８第２項の規
定により、指定構造計算適合性判定機関から次のとおり構造計算適
合性判定の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があった。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
１　名称及び住所
　　日本建築検査協会株式会社
　　東京都中央区日本橋三丁目13番11号
２　変更する構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地
　⑴　変更前
　　　構造判定部　東京都中央区日本橋二丁目12番６号
　⑵　変更後
　　　構造判定部　東京都中央区日本橋二丁目12番９号
３　変更年月日
　　令和７年11月１日

○愛媛県告示第949号
　次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和39年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ
り告示する。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
83号

松山市真砂町６番地７ 久保　礼子 松山市真砂町６番地７ 令和７年９月25日
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○愛媛県告示第950号
　次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110
号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の
設置の許可の申請があった。
　なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所、
新居浜市役所及び愛媛県のホームページ（https://www.pref.ehime.
jp/site/setohou-juurann/118438.html）において告示の日から３週
間公衆の縦覧に供する。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県西条保健所長　武　方　誠　二
１　申請者の名称、住所及びその代表者の氏名
　　住友化学株式会社
　　東京都中央区日本橋二丁目７番１号
　　代表取締役社長　水戸　信彰
２　事業場の名称及び所在地
　　住友化学株式会社愛媛工場菊本地区
　　新居浜市菊本町１丁目10番１号
３　特定施設に関する事項
　⑴　Ｒ－441

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第
188号。）別表第１第37号　ロ　分離施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり処理液量12トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連　続

特定施設の１日当たりの使用
時間� 24時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要� な　し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常　　10～12

最大　　10～13

化学的酸素
要求量（単
位　１リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常　400

最大　520

浮遊物質量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　320

最大　420

窒素含有量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　320

最大　420

燐 含 有 量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　0.01未満

最大　　0.01未満

汚水等の１日当たりの量

（単位　立方メートル）

通常　　0.2

最大　　0.2

備考　特定施設の汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理す
る。

　⑵　Ｒ－991

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第
188号。）別表第１第37号　ロ　分離施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり処理液量15トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手２か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連　続

特定施設の１日当たりの使用
時間� 24時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要� な　し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常　　1～2

最大　　1～3

化学的酸素
要求量（単
位　１リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常　620

最大　800

浮遊物質量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　20未満

最大　　20未満

窒素含有量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　210

最大　270

燐 含 有 量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　1未満

最大　　1未満

汚水等の１日当たりの量

（単位　立方メートル）

通常　　2.5

最大　　3

備考　特定施設の汚水等は、新居浜総合排水処理施設（ＮＢＴ）で処理す
る。

４　汚水等の処理施設に関する事項
　⑴　№１総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和53年８月31日

処理施設の種類及び型式 沈降分離処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

集水槽
　縦　10メートル　横　10メートル
　高さ　５メートル
沈降槽
　縦　200メートル　横　10メートル
　高さ　2.5メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり40,000立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降分離処理

処理施設の使用時間間隔 連　続

処理施設の１日当たりの使用
時間� 24時間
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処理施設の使用の季節的変動
の概要� な　し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項　　　目 処　　理　　前 処　　理　　後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常　7.0～7.5

最大　5.5～8.8

通常　7.0～7.5

最大　5.5～8.8

化学的酸素
要求量（単
位　１リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常　12.5

最大　20.0

通常　12.5

最大　20.0

浮遊物質量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　15.0

最大　50.0

通常　15.0

最大　50.0

窒素含有量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　4.0

最大　35.0

通常　4.0

最大　35.0

燐 含 有 量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　1.04

最大　15.00

通常　1.04

最大　15.00

汚水等の１日当たりの量

（単位　立方メートル）

通常　22,454

最大　29,537

通常　22,454

最大　29,537

備考　汚水等は、№１排水口より排水する。

　⑶　№３総合排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和49年６月１日

処理施設の種類及び型式 沈降分離処理、中和処理

処 理 施 設 の 構 造 土堰堤型式

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

沈降槽
　縦　95メートル　横　60メートル
　深さ　２メートル
中和槽
　縦　48メートル　横　60メートル
　深さ　2.2メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり50,000立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降・中和処理

処理施設の使用時間間隔 連　続

処理施設の１日当たりの使用
時間� 24時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要� な　し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項　　　目 処　　理　　前 処　　理　　後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常　7.0～8.0

最大　5.5～8.8

通常　7.0～8.0

最大　5.5～8.8

化学的酸素
要求量（単
位　１リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常　14.0

最大　20.0

通常　14.0

最大　20.0

浮遊物質量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　33.0

最大　500

通常　33.0

最大　50.0

窒素含有量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　2.2

最大　35.0

通常　2.2

最大　35.0

燐 含 有 量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　1.01

最大　15.00

通常　1.01

最大　15.00

汚水等の１日当たりの量

（単位　立方メートル）

通常　37,392

最大　40,988

通常　37,392

最大　40,988

備考　汚水等は、№３排水口より排水する。

５　事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の
値並びに汚水等の１日当たりの量

　⑴　№１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常　　　　7.0～7.5

最大　　　　5.5～8.8

化学的酸素
要求量（単
位　１リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常　　　12.5

最大　　　20.0

浮遊物質量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　　15.0

最大　　　50.0

窒素含有量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　　　4.0

最大　　　35.0

燐 含 有 量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　　　1.04

最大　　　15.00

汚水等の１日当たりの量

（単位　立方メートル）

通常　22,454

最大　29,537

　⑵　№３排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常　　　　7.0～8.0

最大　　　　5.5～8.8

化学的酸素
要求量（単
位　１リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常　　　14.0

最大　　　20.0

浮遊物質量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　　33.0

最大　　　50.0

窒素含有量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　　　2.2

最大　　　35.0

燐 含 有 量
（単位　１
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常　　　　1.01

最大　　　15.00

汚水等の１日当たりの量

（単位　立方メートル）

通常　37,392

最大　40,988

備考　この他に、雨水排水口が18箇所ある。

○愛媛県告示第951号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ
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り、松山市谷町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出
があった。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県中予地方局長　髙　岡　晃　仁
　退　任

役員の種類 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所

理　事 樋　口　正　俊 松山市谷町379

○愛媛県告示第952号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定によ

り、松山市久保田土地改良区の定款の変更を認可した。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県中予地方局長　髙　岡　晃　仁

○愛媛県告示第953号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定によ
り、北条市畑地帯総合土地改良区の定款の変更を認可した。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県中予地方局長　髙　岡　晃　仁

教育委員会規則

○愛媛県教育委員会規則第10号
　愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の教育委員会規則で定める事務並びに同条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及び情
報を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年10月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也

愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の教育委員会規則で定める事務並びに同条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及
び情報を定める規則の一部を改正する規則

　愛媛県個人番号の利用に関する条例別表第１の教育委員会規則で定める事務並びに同条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及び情
報を定める規則（平成27年愛媛県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（条例別表第１の教育委員会規則で定める事務）
第１条　愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成27年愛媛県条例
第49号。以下「条例」という。）別表第１の３の項の教育委員会
規則で定める事務は、県立中等教育学校前期課程の生徒の保護者
に対する学校給食費の援助を受ける資格の認定の申請の受理、そ
の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関
する事務とする。

（条例別表第１の教育委員会規則で定める事務）
第１条　愛媛県個人番号の利用に関する条例（平成27年愛媛県条例
第49号。以下「条例」という。）別表第１の12の項の教育委員会
規則で定める事務は、県立中等教育学校前期課程の生徒の保護者
に対する学校給食費の援助を受ける資格の認定の申請の受理、そ
の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関
する事務とする。

第２条　条例別表第１の13の項の教育委員会規則で定める事務は、
同項に規定する高等学校等奨学給付金の支給の申請の受理、その
申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関す
る事務とする。

第３条　条例別表第１の14の項の教育委員会規則で定める事務は、
次のとおりとする。
⑴　学び直し支援金（条例別表第１の14の項に規定する学び直し
支援金をいう。以下同じ。）の受給資格の認定の申請の受理、
その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
に関する事務

⑵　学び直し支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届出
の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対
する応答に関する事務

第４条　条例別表第１の15の項の教育委員会規則で定める事務は、
次のとおりとする。
⑴　専攻科修学支援金（条例別表第１の15の項に規定する専攻科
修学支援金をいう。以下同じ。）の受給資格の認定の申請の受

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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第２条　条例別表第１の４の項の教育委員会規則で定める事務は、
特別支援学校等への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の
受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に
対する応答に関する事務とする。
（条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及び情報）
第３条　条例別表第２の４の項の教育委員会規則で定める事務は、
同項に規定する学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事
実についての審査に関する事務とし、同項の教育委員会規則で定
める情報は、当該申請を行う者に係る高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成22年法律第18号）第３条第１項の規定によ
る高等学校等就学支援金の支給に関する情報とする。

理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する
応答に関する事務

⑵　専攻科修学支援金を受給する者の保護者等の収入の状況の届
出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に
対する応答に関する事務

第５条　条例別表第１の16の項の教育委員会規則で定める事務は、
同項に規定する専攻科奨学給付金の支給の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事
務とする。

第６条　条例別表第１の17の項の教育委員会規則で定める事務は、
特別支援学校等への就学のため必要な経費の算定に必要な資料の
受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に
対する応答に関する事務とする。
（条例別表第２の教育委員会規則で定める事務及び情報）

第７条　条例別表第２の５の項の教育委員会規則で定める事務は、
　　　　　　　学び直し支援金の受給資格の認定の申請に係る事
実についての審査に関する事務とし、同項の規則　　　　　で定
める情報は、当該申請を行う者に係る高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成22年法律第18号）第３条第１項の規定によ
る高等学校等就学支援金の支給に関する情報とする。

　　　附　則
　この規則は、令和７年10月31日から施行する。

○愛媛県教育委員会規則第11号
　愛媛県県立学校学則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和７年10月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也
　　　愛媛県県立学校学則の一部を改正する規則
　愛媛県県立学校学則（昭和33年愛媛県教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（入学、退学、転学、留学及び休学）
第９条　入学又は転学を許可せられて入学しようとする者は、速や
かに親権者又は後見人（入学又は転学を許可せられて入学しよう
とする者が成年者であるときは、校長が適当と認める者。以下同
じ。）と連署した様式第２号による誓約書及び本人の住民票の写
しを校長に提出しなければならない。

第10条　前条の誓約書を提出した後、親権者又は後見人に変更があ
つたときは、　　　　　　　　　　　　　　　　新たに誓約書を
提出しなければならない。

（入学、退学、転学、留学及び休学）
第９条　入学又は転学を許可せられて入学しようとする者は、すみ
やかに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　様式第２号による誓約書及び本人の住民票の写
しを校長に提出しなければならない。

２　保証人は２人とし、その１人は親権者又は後見人（入学又は転
学を許可せられて入学しようとする者が成年者であるときは、校
長が適当と認める者。以下同じ。）、他の１人は独立の生計を営
む成年者とする。

３　前項に規定する保証人のうち１人は、通学区域内（特別支援学
校にあっては県下一円）に居住するものとする。ただし、県外か
ら入学しようとする者であって、通学区域内に居住する保証人が
いない場合は、この限りでない。

第10条　校長は、保証人を不適当と認めたときは、これを変更させ
ることができる。

第11条　保証人が第９条第２項又は第３項に規定する資格を失い、
又は死亡したときは、10日以内に保証人を定め、新たに誓約書を
提出しなければならない。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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２　親権者又は後見人は、誓約書記載事項に変更があつたときは、
　　　　　その旨を届け出なければならない。
第11条　省略
第12条　省略
第13条　省略
第14条　　　省略
（適用除外）
第14条の２　中等教育学校の前期課程については、第11条（休学に
係る部分に限る。）から第13条まで　　の規定は適用しない。
２　特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部については、第８条
（幼稚部については第９条）から第13条までの規定は適用しな
い。
（居所）
第18条　自宅又は寄宿舎以外から通学しようとする者は、親権者又
は後見人と連署の上、その居所を校長に届け出なければならな
い。
２・３　省略
様式第２号（第９条関係）　誓約書
　省略
　　　　　　　　　　　　親権者又は後見人

　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名（法人にあつては、
　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日

注１　本人、親権者及び後見人の氏名は自署とする。ただし、後
見人が法人の場合にあつては、記名押印とする。
２　省略

２　保証人は　　　　　　誓約書記載事項に変更があつたときは、
５日以内にその旨を届け出なければならない。

第12条　省略
第13条　省略
第14条　省略
第14条の２　省略
（適用除外）

第14条の３　中等教育学校の前期課程については、第12条（休学に
係る部分に限る。）、第13条及び第14条の規定は適用しない。

２　特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部については、第８条
（幼稚部については第９条）から第14条までの規定は適用しな
い。
（居所）

第18条　自宅、寄宿舎　以外から通学しようとする者は、保証人　
　　　　と連署の上、その居所を校長に届け出なければならな
い。

２・３　省略
様式第２号（第９条関係）　誓約書
　省略
　　　　　　　　　　　　保証人　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（親権者）後見人
　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名（法人にあつては、
　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日
　　　　　　　　　　　　保証人
　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日
注１　本人及び保証人　　　　の氏名は自署とする。ただし、保

証人が法人の場合にあつては、記名押印とする。
２　省略

　　　附　則
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
２　この規則施行の際現に改正前の愛媛県県立学校学則様式第２号の規定により提出されている書類は、改正後の愛媛県県立学校学則様式
第２号の規定により提出された書類とみなす。

○愛媛県教育委員会規則第12号
　愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する
規則を次のように定める。
　　令和７年10月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也

愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正
する規則

（愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正）
第１条　愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和38年愛媛県教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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地区
高等学校名

通学区域
本校 分校

東予
地区

省略
小松
小松（令和８
年度に設置さ
れたものをい
う。）
省略

省略

省略

南予
地区

省略
八幡浜
八幡浜（令和
８年度に設置
されたものを
いう。）
省略

省略

地区
高等学校名

通学区域
本校 分校

東予
地区

省略
小松

省略

省略

省略

南予
地区

省略
八幡浜

省略

省略

別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業
年限

学科
生徒
定員

修業
年限

学科
昼
夜
別

生徒
定員

省略

新居浜東
高等学校

３年 普通科
健康スポー
ツ科

640
80

省略

小松高等
学校

３年 普通科
ライフデザ
イン科

240
80

小松高等
学校（令
和８年度
に設置さ
れたもの
をいう。
）

３年 普通科
情報科学科

120
40

東予高等
学校

３年 機械科
電気システ
ム科
建設工学科

80
80

80

別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業
年限

学科
生徒
定員

修業
年限

学科
昼
夜
別

生徒
定員

省略

新居浜東
高等学校

３年 普通科
健康スポー
ツ科

720
40

省略

小松高等
学校

３年 普通科
ライフデザ
イン科

360
120

東予高等
学校

３年 機械科
電気システ
ム科
建設工学科

120
120

120

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

（愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部改正）
第２条　愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和39年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のよう
に改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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東予総合
高等学校

３年 アグリデザ
イン科
機械電気科
建築土木科
ライフデザ
イン科
総合学科

40

40
40
40

80

丹原高等
学校

３年 普通科
園芸科学科

240
80

今治西高
等学校

３年 普通科
国際科

800
40
省略

伯方分校 ３年 普通科 120

今治南高
等学校

３年 普通科
園芸クリエ
イト科

520
120

省略

大三島分
校

３年 普通科 80

今治工業
高等学校

省略

しまなみ
高等学校

３年 総合学科 80

省略

北条高等
学校

３年 総合学科 240

省略

松山南高
等学校

３年 普通科
理数科

960
120

３年
以上

普通科
商業科

夜 160
40

砥部分校 ３年 デザイン科 200

省略

松山工業
高等学校

３年 機械科
電子機械科
電気科

情報電子科
工業化学科
建築科
土木科
繊維科

120
120
120

120
120
120
120
120

３年
以上

機械科
建築科
機械シ
ステム
科

夜 120
120
40

松山商業
高等学校

３年 商業科
流通経済科
地域ビジネ
ス科
情報ビジネ
ス科

240
360
120

360

３年
以上

商業科 夜 120

東温高等
学校

３年 普通科
商業科
総合学科

480
160
360

丹原高等
学校

３年 普通科
園芸科学科

360
120

今治西高
等学校

３年 普通科 880 省略

伯方分校 ３年 普通科 180

今治南高
等学校

３年 普通科
園芸クリエ
イト科

560
120

省略

大三島分
校

３年 普通科 120

今治工業
高等学校

省略

省略

北条高等
学校

３年 総合学科 360

省略

松山南高
等学校

３年 普通科
理数科

960
120

３年
以上

普通科 夜 160

砥部分校 ３年 デザイン科 160

省略

松山工業
高等学校

３年 機械科
電子機械科
電気科

情報電子科
工業化学科
建築科
土木科
繊維科

120
120
120

120
120
120
120
120

３年
以上

機械科
建築科

夜 160
160

松山商業
高等学校

３年 商業科
流通経済科
地域ビジネ
ス科
情報ビジネ
ス科

240
360
120

360

３年
以上

商業科 夜 160

東温高等
学校

３年 普通科
商業科

720
240
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省略

伊予高等
学校

３年 普通科
理数情報科
芸術科

560
40
40

大洲高等
学校

３年 普通科
生産科学科
食品デザイ
ン科
商業科

360
40
40

120

省略

大洲農業
高等学校

３年 生産科学科
食品デザイ
ン科

80
80

省略

八幡浜高
等学校

３年 普通科
商業科

320
80
３年
以上

普通科 夜 120

八幡浜高
等学校（
令和８年
度に設置
されたも
のをいう
。）

３年 普通科
みらい創造
工学科
ビジネスク
リエーショ
ン科
総合学科

160
40

40

40

３年
以上

普通科 夜 40

八幡浜工
業高等学
校

３年 機械土木工
学科
電気技術科

80

80

川之石高
等学校

３年 総合学科 240

三崎高等
学校

３年
社会共創科 180

宇和高等
学校

３年 普通科
生物工学科
総合学科

160
80
120

野村高等
学校

３年 普通科
畜産科

120
120

宇和島東
高等学校

３年 普通科
理数科
商業科

360
120
240

省略

津島分校 ３年 普通科 60

宇和島水
産高等学
校

３年 水産食品科
水産増殖科
海洋技術科

95
95
95

省略

三間分校 ３年 普通科
農業機械科

30
30

南宇和高
等学校

３年 普通科
農業科

280
120

省略

伊予高等
学校

３年 普通科 600

大洲高等
学校

３年 普通科

商業科

400

120

省略

大洲農業
高等学校

３年 生産科学科
食品デザイ
ン科

120
120

省略

八幡浜高
等学校

３年 普通科
商業科

480
120

３年
以上

普通科 夜 160

八幡浜工
業高等学
校

３年 機械土木工
学科
電気技術科

120

120

川之石高
等学校

３年 総合学科 360

三崎高等
学校

３年 普通科
社会共創科

60
120

宇和高等
学校

３年 普通科
生物工学科

240
120

野村高等
学校

３年 普通科
畜産科

160
120

宇和島東
高等学校

３年 普通科
理数科
商業科
情報ビジネ
ス科

360
120
240
40

省略

津島分校 ３年 普通科 120

宇和島水
産高等学
校

３年 水産食品科
水産増殖科
海洋技術科

100
100
100

省略

三間分校 ３年 普通科
農業機械科

60
60

南宇和高
等学校

３年 普通科
農業科

320
120
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北条清新
高等学校

３年
以上

総合学
科

昼 80

備考　１　新居浜南高等学校、しまなみ高等学校、北条高等学校
及び川之石高等学校の全日制の課程、東予総合高等学
校、東温高等学校、八幡浜高等学校（令和８年度に設置
されたものをいう。）及び宇和高等学校の全日制の課程
（総合学科に限る。）並びに新居浜西高等学校、松山南
高等学校、宇和島東高等学校及び北条清新高等学校の定
時制の課程は、学年による教育課程の区分を設けない課
程（以下「単位制による課程」という。）とする。
２　省略

別表第１の２（第２条関係）

学校名

通信制の課程
（単位制による課程）

修業年限 学科 生徒定員

北条清新高等学校 ３年以上 普通科 1,200

別表第３（第３条関係）

学校名 修業年限 生徒定員

省略

宇和島南中等教育学校 ６年 420

　備考　省略
別表第４（第４条関係）

学校名
学校が行
う教育の
対象者

部
修業
年限

学科
生徒
定員

省略

省略

みしま分
校

省略

松山城北
特別支援
学校

知的障害
者

小学部 ６年

中学部 ３年

高等部 本科 ３年 普通科 48

キャリアデ
ザイン科

24

　備考　省略

備考　１　新居浜南高等学校　　　　　　　　　、北条高等学校
及び川之石高等学校の全日制の課程　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　並びに新居浜西高等学校、松山南
高等学校及び宇和島東高等学校　　　　　　　　　の定
時制の課程は、学年による教育課程の区分を設けない課
程（以下「単位制による課程」という。）とする。

２　省略
別表第１の２（第２条関係）

学校名

通信制の課程
（単位制による課程）

修業年限 学科 生徒定員

松山東高等学校 ３年以上 普通科 1,200

別表第３（第３条関係）

学校名 修業年限 生徒定員

省略

宇和島南中等教育学校 ６年 560

　備考　省略
別表第４（第４条関係）

学校名
学校が行
う教育の
対象者

部
修業
年限

学科
生徒
定員

省略

松山城北
分校

知的障害
者

高等部 本科 ３年 普通科 48

産業科 24

省略

みしま分
校

省略

　備考　省略

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則施行の際現に松山東高等学校の通信制の課程及びみなら特別支援学校松山城北分校に在学する生徒は、その時においてそれぞ
れ北条清新高等学校の通信制の課程及び松山城北特別支援学校の生徒となるものとする。
　（高等学校の入学定員の特例）
３　第２条の規定による改正後の愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（以下「改正後の県立学校の生徒定
員等に関する規則」という。）別表第１の１備考２本文の規定にかかわらず、次の表に掲げる学校の学科については、令和８年度におけ
る第１学年の入学定員は、当該入学定員欄に掲げるとおりとする。
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学校名
全日制の課程 定時制の課程

学科 入学定員 学科 入学定員

新居浜東高等学校 普通科 200

健康スポーツ科 40

小松高等学校（令和
８年度に設置された
ものをいう。）

普通科 120

情報科学科 40

東予総合高等学校 アグリデザイン科 40

機械電気科 40

建築土木科 40

ライフデザイン科 40

総合学科 80

今治西高等学校 普通科 240

国際科 40

今治南高等学校 普通科 160

しまなみ高等学校 総合学科 80

松山南高等学校 商業科 40

松山工業高等学校 機械システム科 40

松山南高等学校砥部
分校

デザイン科 80

東温高等学校 総合学科 360

伊予高等学校 普通科 160

理数情報科 40

芸術科 40

大洲高等学校 生産科学科 40

食品デザイン科 40

八幡浜高等学校（令
和８年度に設置され
たものをいう。）

普通科 160 普通科 40

みらい創造工学科 40

ビジネスクリエーション科 40

総合学科 40

宇和高等学校 総合学科 120

宇和島水産高等学校 水産食品科 30

水産増殖科 30

海洋技術科 30

南宇和高等学校 普通科 80

北条清新高等学校 総合学科 80

　（高等学校の入学定員の適用除外）
４　次の表に掲げる学校の学科については、改正後の県立学校の生徒定員等に関する規則別表第１の１備考２の規定は、適用しない。

学校名
全日制の課程 定時制の課程

備考
学科 学科

小松高等学校 普通科 令和８年度から生徒募集を停止

ライフデザイン科 同

東予高等学校 機械科 同

電気システム科 同
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建設工学科 同

丹原高等学校 普通科 同

園芸科学科 同

今治西高等学校
伯方分校

普通科 同

今治北高等学校
大三島分校

普通科 同

北条高等学校 総合学科 同

松山工業高等学校 機械科 同

建築科 同

松山商業高等学校 商業科 同

東温高等学校 普通科 同

商業科 同

大洲農業高等学校 生産科学科 同

食品デザイン科 同

八幡浜高等学校 普通科 普通科 同

商業科 同

八幡浜工業高等学校 機械土木工学科 同

電気技術科 同

川之石高等学校 総合学科 同

宇和高等学校 普通科 同

生物工学科 同

教育委員会告示

○愛媛県教育委員会告示第３号
　令和８年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項を次のように
定める。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也
　　　令和８年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要項
　令和８年度愛媛県県立高等学校の入学者の選抜は、この要項に基
づいて実施する。ただし、通信制の課程及び専攻科の入学者の選抜
は、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）が別に定
める要領により行う。
第１　募集
　１　令和８年度愛媛県県立高等学校の第１学年の募集定員は、別

に定める。
　２　職業教育を主とする学科のうち、農業、工業、商業及び水産

に関する各学科においては、それぞれに属する２以上の小学科
について、くくり募集（２以上の学科について一括して募集す
ることをいう。以下同じ。）ができる。

　　　また、国際文理国際科及び国際文理理数科（以下「国際文理
科」という。）については、くくり募集をする。

　　　さらに、教育長が別に定める学科にあっては、普通科とのく
くり募集ができる。

第２　通学区域

　　通学区域は、愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭
和38年愛媛県教育委員会規則第15号）の定めるところによる。

　　なお、教育長が別に定める学科にあっては、通学区域によらな
いことができる募集定員の割合をあらかじめ定めた上で全国の区
域から志願者を募集すること（以下「全国募集」という。）がで
きる。

第３　一般入学者選抜
　１　実施学科
　　　令和８年度入学者の募集を行う全日制の課程及び定時制の課

程の全ての学科について実施する。ただし、体育科及び芸術科
にあっては、特色入学者選抜における特色入学確約者数が募集
定員を満たした場合は、一般入学者選抜を実施しない。

　２　募集人員
　　　一般入学の募集人員は、全日制の課程及び北条清新高等学校

の定時制の課程にあっては当該学科の募集定員から当該学科の
特色入学確約者数を差し引いた数と、北条清新高等学校以外の
定時制の課程にあっては当該学科の募集定員とする。

　　　なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位を
もって学科とみなす。

　３　出願
　　⑴　出願資格
　　　　入学を志願できる者は、次のいずれかに該当する者とす

る。
　　　ア　令和８年３月末日までに中学校若しくはこれに準ずる学

校若しくは義務教育学校（以下「中学校等」という。）を
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卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了す
る見込みの者。ただし、愛媛県県立中等教育学校の前期課
程から後期課程へ令和８年度に進級する意思を示した者を
除く。

　　　イ　中学校等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修
了した者

　　　ウ　中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ
る者

　　⑵　出願期間
　　　ア　出願期間は、令和８年２月９日（月）午前９時から同月

16日（月）正午までとする。
　　　イ　保護者の転勤に伴う県外からの出願については、志願変

更期間（⑹に掲げる期間をいう。以下同じ。）中も出願す
ることができる。

　　⑶　出願制限
　　　ア　入学志願者は、２以上の公立高等学校（他の都道府県の

公立高等学校を含む。）又は課程に出願することはできな
い。

　　　イ　入学志願者は、次のいずれかに該当する場合を除いて
は、２以上の学科に出願することはできない。

　　　　ア　同一学校における農業、工業、商業又は水産に関する
各学科のいずれかに属する二つの小学科を志望する場合
で、当該小学科のうち一つの小学科を第２志望とすると
き。この場合において、くくり募集をする小学科にあっ
ては、当該募集の単位をもって一つの小学科とみなす。

　　　　イ　理数科、国際文理科又は国際科に出願する場合で、当
該県立高等学校の普通科を第２志望とするとき。

　　　　ウ　同一学校における全日制課程の理数科、国際文理科及
び国際科以外の異なる二つの学科を志望する場合（同一
学科に属する二つの小学科を志望する場合を除く。）
で、当該学科のうち一つの学科を第２志望とするとき。
この場合において、くくり募集をする学科にあっては、
当該募集の単位をもって一つの学科とみなす。

　　　　　　＜出願の例＞
　　　　　　　普通科、商業科（商業科）、農業科（生産科学科、

食品デザイン科）、総合学科を設置する高等学校に出
願する場合

　　　　　　ａ二つの学科を志望
第１志望「普通科」、第２志望「総合学科」など

　　　　　　ｂ一つの学科と他の学科に属する一つの小学科を志望
第１志望「普通科」、第２志望「商業科（商業
科）」
第１志望「農業科（生産科学科）」、第２志望「普
通科」など

　　　　　　ｃ異なる二つの学科から小学科をそれぞれ一つずつ志
望
第１志望「商業科（商業科）」、第２志望「農業科
（食品デザイン科）」など

　　⑷　出願方法
　　　　入学志願者は、えひめ電子申請システムにより出願を行う

ものとする。
　　　　なお、出願に際し提出が必要となる各種書類については、

同システムにより提出することとされているものを除き、持

参又は郵便等（郵便又は民間事業者による信書の送達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般
信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業
者による同条第２項に規定する信書便をいう。以下同じ。）
により提出するものとする。

　　⑸　出願手続
　　　ア　入学志願者は、次のとおり出願手続を行うものとする。
　　　　ア　入学志願者は、事前にえひめ電子申請システムの利用

者登録を行った上で、同システムにより出願手続を行う
とともに、入学選考料（全日制の課程2,200円、定時制
の課程950円）を所定の方法にて支払わなければならな
い。

　　　　イ　県外からの入学志願者は、アにより出願手続を行うと
ともに、在籍又は出身の中学校等又は中等教育学校（以
下「在籍校等」という。）の校長（以下「中学校長」と
いう。）を経て（在籍校等のない場合（在籍校等が外国
に所在する場合を含む。以下同じ。）にあっては、直
接）、志願先の高等学校（令和８年度に新設される小松
高等学校、東予総合高等学校、しまなみ高等学校、八幡
浜高等学校及び北条清新高等学校にあっては、それぞれ
小松高等学校、東予高等学校、今治北高等学校、八幡浜
高等学校及び北条高等学校。以下「志願先高等学校」と
いう。）の校長（以下「志願先高等学校長」という。）
に愛媛県県立高等学校入学志願理由書（以下「入学志願
理由書」という。）を提出しなければならない。ただ
し、志願変更期間中における保護者の転勤に伴う県外か
らの出願については、入学志願理由書に代えて、保護者
の転勤に伴う入学志願許可申請書を提出しなければなら
ない。

　　　イ　中学校長は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める
手続を行うものとする。

　　　　ア　入学志願者の在籍校等が県内の公立の中学校等又は中
等教育学校である場合、中学校長は、入学志願者が出願
手続により入力したデータを専用の出願管理システム
（以下「入試出願システム」という。）により志願先高
等学校長へ提出するものとする。

　　　　イ　入学志願者から入学志願理由書又は入学志願許可申請
書が提出された場合、中学校長は、えひめ電子申請シス
テムの利用者登録を行った上で、同システムにより当該
書類を志願先高等学校長へ提出するものとする。ただ
し、これにより難い特別の事情があるときは、別に定め
るところによるものとする。

　　　ウ　高等学校長は、出願手続が行われたときは、次のとおり
手続を行うものとする。

　　　　ア　高等学校長は、提出された出願手続のデータについて
受理する。

　　　　イ　高等学校長は、入学志願理由書又は入学志願許可申請
書の提出があった場合は、志願の理由が適当と認められ
た者について、出願期間中（保護者の転勤に伴う志願変
更期間中の出願にあっては、志願変更期間中）に、県外
からの入学志願者受付承認願２部を教育長に提出し、承
認を受けるものとする。

　　　エ　中学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断さ
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れる者が志願する場合には、令和８年１月９日（金）まで
に学力検査に関する特別措置願を志願先高等学校長に提出
するものとする。

　　　　　高等学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その
写しを令和８年１月16日（金）までに教育長に提出し、協
議するものとする。

　　　オ　中学校等又は中等教育学校において年間30日以上の長期
欠席のある入学志願者は、本人の希望により、欠席の理由
等を記載した自己申告書（厳封すること。）を志願先高等
学校長に提出することができる。

　　　カ　海外帰国生徒等（ウに掲げる者をいう。以下同じ。）と
しての扱いを希望する場合の手続は、次のとおりとする。

　　　　ア　海外帰国生徒等としての扱いを希望する者は、中学校
長を経て（在籍校等のない場合にあっては、直接）、令
和８年１月９日（金）までに海外帰国生徒等取扱措置願
を志願先高等学校長に提出しなければならない。ただ
し、やむを得ない事情で、期限内に提出ができない場合
は、その事情を記した事由書を添えて提出するものとす
る。

　　　　イ　高等学校長は、海外帰国生徒等取扱措置願の提出があ
った場合は、その写しを令和８年１月16日（金）までに
教育長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経
験等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し講ずべき
措置について協議するものとする。

　　　　ウ　海外帰国生徒等とは、保護者とともに県内に住所を有
する者又は入学日までに県内に住所を有する予定の者
で、帰国後又は入国後の期間（帰国又は入国した日から
令和８年２月８日までの期間をいう。）が５年以内であ
り、かつ、外国における在住期間が、帰国時又は入国時
から遡り継続して１年以上であるものをいう。ただし、
保護者が引き続き海外に居住する場合は、身元引受人を
保護者とみなす。

　　⑹　志願変更
　　　　出願手続を終えた者で、学校、課程又は学科の志願変更を

希望するものは、令和８年２月17日（火）午前９時から同月
25日（水）正午までの間に、えひめ電子申請システムによ
り、いずれの学校、いずれの課程、いずれの学科へでも１回
に限り志願変更をすることができる。この場合において、定
時制の課程から全日制の課程へ志願変更をするときは、入学
選考料の不足額（1,250円）を所定の方法にて支払わなけれ
ばならない。

　４　報告書
　　⑴　中学校長は、次の報告書を、令和８年２月17日（火）午前

９時から同月25日（水）正午までの間に、志願先高等学校長
に提出するものとする。

　　　ア　調査書
　　　イ　学習成績等一覧表
　　⑵　中学校長は、報告書の提出を次の方法により行うものとす

る。
　　　ア　入学志願者の在籍校等が県内の公立の中学校等又は中等

教育学校である場合、中学校長は、入試出願システムによ
り提出する。

　　　イ　入学志願者の在籍校等がアに掲げるもの以外の場合、中

学校長は、えひめ電子申請システムの利用者登録を行った
上で、同システムにより提出する。ただし、これにより難
い特別の事情があるときは、別に定めるところによるもの
とする。

　　⑶　中学校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出でき
ないときは、その事情を記した事由書及び当該報告書に代わ
る参考資料を提出するものとする。

　　⑷　高等学校長は、報告書の内容について、必要があれば中学
校長に説明を求めることができる。

　５　学力検査等
　　⑴　学力検査
　　　　入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。
　　　ア　検査教科
　　　　ア　全日制の課程
　　　　　　国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とする。
　　　　イ　定時制の課程
　　　　　　国語並びに社会、数学、理科及び英語のうちから入学

志願者が選択する２教科の３教科とする。
　　　イ　検査問題
　　　　　令和８年度の愛媛県県立高等学校等の入学者等の選抜に

係る学力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の
期日及び合格者の発表の日について（令和７年５月20日愛
媛県教育委員会公告）１⑴イに定めるところによる。

　　⑵　実技テスト
　　　　新居浜東高等学校健康スポーツ科、今治工業高等学校繊維

デザイン科、松山南高等学校砥部分校デザイン科及び伊予高
等学校芸術科（以下「実技テストを行う学科」という。）の
入学志願者（当該学科を第２志望とする者を含む。⑶におい
て同じ。）に対して、実技テストを行う。

　　　　実技テストは、基本的な技能を見るものとし、それぞれの
内容については、当日指示する。

　　　　なお、持参品については、各高等学校長が事前に公表す
る。

　　⑶　面接
　　　ア　入学志願者全員に対して、面接を行う。
　　　イ　実技テストを行う学科の入学志願者の面接は、実技テス

ト終了後に行う。
　　⑷　期日及び日程

期　　　日 時　　間 教　　科　　等

令和８年
３月５日（木）

９：00～９：30 点呼・受検上の注意

９：45～10：30 国　　　語

10：50～11：15 　　　国　　　語（作文）

11：35～12：25 理　　　科

12：25～13：20 （昼　　　食）

13：25～14：15 社　　　会

９：00～９：30 点呼・受検上の注意

９：45～10：35 数　　　学

令和８年
３月６日（金） 10：55～11：55 英　　　語
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11：55～12：55 （昼　　　食）

13：05～
面　　　接

（実技テストを行う学科に
あっては､ 実技テスト終了
後に面接）�

　　⑸　検査場
　　　　検査場は、志願先高等学校（本校又は分校）とする。ただ

し、しまなみ高等学校にあっては、今治西高等学校伯方分校
とする。

　６　入学者の選抜方法
　　⑴　高等学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び実

技テストの結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特色を
踏まえて、その教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に
判定して入学者を選抜する。

　　⑵　合格者の決定は、次の方法による。
　　　ア　全日制の課程
　　　　ア　学力検査の成績は、各教科50点満点とし、合計250点

満点とする。ただし、理数科及び総合学科については、
傾斜配点を実施することができる。この場合において、
理数科にあっては数学と理科の得点を、総合学科にあ
っては５教科の中で得点が高い２教科の得点を1.5倍し
て、それぞれ75点満点とし、検査を実施する５教科の合
計を300点満点とする。

　　　　イ　調査書点（調査書の各教科の学習の記録の第１学年か
ら第３学年までにおいて履修した必修教科の評定の合計
をいう。以下同じ。）は、135点満点とする。

　　　　ウ　調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及
び実技テストの評価方法等については、高等学校長が定
めるものとする。

　　　　エ　次の第１選抜及び第２選抜の順に選抜する。ただし、
入学志願者数が募集人員を下回っている場合は、ａ及び
ｂ中「募集人員」とあるのは、「入学志願者数」と読み
替えるものとする。

　　　　　ａ　第１選抜
　　　　　　　調査書点が上位から募集人員の90パーセント程度以

内にある者のうち、調査書の記録並びに面接及び実技
テストの結果が良好な者を対象にして、学力検査の成
績の上位順に募集人員の70パーセント程度の者を選抜
する。この場合においては、選抜を行う当該学科（小
学科について選抜する場合は、当該小学科）を第１志
望とする者を対象とする。

　　　　　ｂ　第２選抜
　　　　　　　第１選抜で選抜されなかった全ての者を対象に、学

力検査の成績に基づく得点（以下「Ａ」という。）、
調査書点に基づく得点（以下「Ｂ」という。）、調査
書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実
技テストの評価に基づく得点（以下「Ｃ」という。）
を用いて、募集人員の30パーセント程度の者を選抜す
る。この場合においては、選抜を行う当該学科（小学
科について選抜する場合は、当該小学科）を第１志望
とする者のほか、同一学校における農業、工業、商業
又は水産に関する各学科のいずれかに属する二つの小
学科を志望し、当該小学科のうち一つの小学科を第２

志望としている者及び理数科、国際文理科又は国際科
を第１志望とし、当該県立高等学校の普通科を第２志
望としている者も対象に含めるものとする。

　　　　　　　Ａ、Ｂ及びＣの合計は500点満点とする。また、
Ａ、Ｂ及びＣの満点の比率は、Ａは３から６までの、
Ｂ及びＣは２から４までの範囲の整数とし、Ａ、Ｂ及
びＣの満点の比率の合計が10となるように高等学校長
が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

　　　　オ　エにおいて、第２選抜までに決定された合格者数が募
集人員を下回っている学科については、当該学科（小学
科について選抜する場合は、当該小学科）を第２志望と
している者のうち第２選抜までに選抜されなかった者を
対象に、Ａ、Ｂ及びＣを用いて、募集人員に満たない人
数を限度に選抜する。ただし、同一学校における農業、
工業、商業又は水産に関する各学科のいずれかに属する
二つの小学科を志望し、当該小学科のうち一つの小学科
を第２志望としている者及び理数科、国際文理科又は国
際科を第１志望とし、当該県立高等学校の普通科を第２
志望としている者を除く。

　　　　　なお、学力検査の成績、調査書の記録又は面接若しくは
実技テストの結果のいずれかにより成業の見込みがないと
判断した場合には、合格者としない。

　　　　　おって、具体的な得点の算出方法は次の表のとおり。

【普通科及びその他普通教育を
施す学科として適当な規模及び
内容があると認められる学科
（以下「その他普通科」とい
う。）並びに専門学科（理数科
を除く｡ ）】

【理数科及び総合学科】

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ､ Ｂ､ Ｃ
のそれぞれ
の満点

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ､ Ｂ､ Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ
６ ２ ２

50x
250

50y
135

300 100 100 ６ ２ ２

50x
300

50y
135

300 100 100
５ ３ ２ 250 150 100 ５ ３ ２ 250 150 100
５ ２ ３ 250 100 150 ５ ２ ３ 250 100 150
４ ４ ２ 200 200 100 ４ ４ ２ 200 200 100
４ ３ ３ 200 150 150 ４ ３ ３ 200 150 150
４ ２ ４ 200 100 200 ４ ２ ４ 200 100 200
３ ４ ３ 150 200 150 ３ ４ ３ 150 200 150
３ ３ ４ 150 150 200 ３ ３ ４ 150 150 200
注１　Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。

　２　学力検査の成績に 50ｘ　又は 50ｘ　を乗じてＡを、調査書点に　　　　　　　　　　　 250 　　 300
　　50ｙを乗じてＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除　　 135

すること（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるもの
とする。）。

　　　　＜普通科の算出例＞
　　　　　　普通科でＡ、Ｂ、Ｃの満点の比率をそれぞれ６、２、

２とした場合
　　　　　　Ａ＝学力検査の成績× 300（300点満点）　　　　　　　　　　　　　　　　 250
　　　　　　Ｂ＝調査書点× 100（100点満点）　　　　　　　　　　　　　 135
　　　　　　Ｃ＝調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面

接及び実技テストの評価の得点を換算（100点満
点）

　　　イ　定時制の課程
　　　　ア　学力検査の成績は、検査を実施する３教科とも50点満

点とし、合計150点満点とする。
　　　　イ　調査書点は、135点満点とする。
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　　　　ウ　合格者の決定方法は、全日制の課程に準ずる。ただ
し、高等学校長の判断により、第１選抜を行わず、第２
選抜の方法のみによって全ての合格者を決定することが
できる。

　　　　　　また、第２選抜のＡ、Ｂ及びＣの満点の比率及び得点
については全日制の課程に準ずるものとし、高等学校長
が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表する。

　　　　　　第２選抜における具体的な得点の算出方法は、次の表
のとおり。

満点の
比率

得点を
算出す
るとき
に乗じ
る数

Ａ､ Ｂ､ Ｃ
のそれぞれ
の満点

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｃ
６ ２ ２

50x
150

50y
135

300 100 100
５ ３ ２ 250 150 100
５ ２ ３ 250 100 150
４ ４ ２ 200 200 100
４ ３ ３ 200 150 150
４ ２ ４ 200 100 200
３ ４ ３ 150 200 150
３ ３ ４ 150 150 200
注１　Ａの満点の比率をｘと、Ｂの満点の比率をｙとする。
　２　学力検査の成績に50ｘを乗じてＡを、調査書点に50ｙを乗じ　　　　　　　　　　　 150 　　　　　　　　　　　　 135

てＢを算出するときは、分子を乗じた後に分母で除すること
（小数点以下の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。）。

　　⑶　通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立高等
学校の通学区域に関する規則の規定に従って選抜する。

　　⑷　海外帰国生徒等の入学志願者で、第３の３⑸カイの協議に
おいて措置を講ずる必要があると認められたものについて
は、⑴及び⑵にかかわらず、高等学校長は、当該協議に基づ
き、当該高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合
的に判定して入学者を選抜する。この場合において、当該高
等学校の第１学年の学級数を限度として、募集定員を超える
ことができるものとする。

　　⑸　入学志願者から提出された自己申告書については、記載さ
れた内容によって不利が生ずることのないよう、選抜に際し
て入学志願者を理解するための補助資料として扱うものとす
る。

　７　合格者の発表
　　　合格者の発表は、令和８年３月18日（水）午前10時に、当該

高等学校（令和８年度に新設される小松高等学校、東予総合高
等学校、しまなみ高等学校、八幡浜高等学校及び北条清新高等
学校にあっては、それぞれ、小松高等学校、東予高等学校、今
治西高等学校伯方分校、八幡浜高等学校及び北条高等学校）に
おいて、受検番号を掲示して行う。

　　　また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検
番号を掲載する。

　８　学力検査の得点等の郵便等又は口頭による開示請求
　　⑴　学力検査の得点等については、郵便等又は口頭により開示

請求をすることができる。
　　⑵　郵便等又は口頭による開示請求をすることができる期間

は、令和８年３月18日（水）から１月間とする。
　　　　なお、郵便等による開示請求をするときは、当該期間の消

印があれば期間内に開示請求があったものとみなすこととす

る。
　　⑶　郵便等による開示請求は、試験等成績開示請求書に必要事

項を記入の上、入学志願者本人が本人であることを確認でき
る顔写真付きの書類（受検票等）の写し及び返信用封筒（宛
先を明記し簡易書留郵便料金相当分の切手を貼付したもの）
を同封し、志願先高等学校に送付することにより行うこと。
ただし、しまなみ高等学校にあっては、今治西高等学校伯方
分校に送付することにより行うこと。

　　⑷　口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること
を確認できる顔写真付きの書類（受検票等）を持参の上、土
曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第
178号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く日
の午前９時（令和８年３月18日（水）にあっては、午前10
時）から午後５時（夜間定時制課程にあっては、午後９時）
までの間に、志願先高等学校で行うこと。ただし、しまなみ
高等学校にあっては、今治西高等学校伯方分校で行うこと。

　　⑸　開示内容については、次のとおりとする。
　　　　調査書点並びに学力検査の教科別得点及びその合計得点
第４　追検査
　１　追検査の実施
　　　高等学校長は、当該高等学校における一般入学者選抜の入学

志願者が、病気その他やむを得ない事情により、第３の５に規
定する学力検査等の全部又は一部を欠席したと認められる場合
においては、追検査を実施するものとする。

　２　受検手続
　　⑴　一般入学者選抜の入学志願者は、病気その他やむを得ない

事情により、第３の５に規定する学力検査等の全部又は一部
を欠席した場合において、追検査の受検を希望するときは、
追検査受検願を中学校長を経て（在籍校等のない場合にあっ
ては、直接）、令和８年３月５日（木）から同月９日（月）
正午までに志願先高等学校長に提出しなければならない。そ
の際、追検査受検願に、第３の５に規定する学力検査等の全
部又は一部を欠席した理由が病気その他やむを得ない事情で
あることを証明する書類（医師の診断書、中学校長の副申書
等）を添付すること。

　　⑵　高等学校長は、追検査受検願の提出があった場合は当該追
検査受検願を提出した者に対して、直ちに、中学校長を経
て、追検査の受検の可否を通知するものとする。

　３　学力検査等
　　　追検査の受検を承認された者（以下「追検査受検者」とい

う。）に対して行う学力検査、実技テスト及び面接について
は、第３の５⑴から⑶までの規定に準ずる。ただし、一般入学
者選抜の学力検査等の一部を欠席した追検査受検者にあって
は、当該欠席に係る検査教科の学力検査、実技テスト又は面接
に限り、追検査を行う。

　　⑴　期日及び日程

期　　　日 時　　間 教　　科　　等

９：00～９：15 点呼・受検上の注意

９：30～10：00 国　　　語

10：10～10：35 　　　国　　　語（作文）

10：45～11：15 理　　　科
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令和８年
３月13日（金） 11：25～11：55 社　　　会

11：55～12：50 （昼　　　食）

12：50～13：20 数　　　学

13：30～14：00 英　　　語

14：10～
面　　　接

（実技テストを行う学科に
あっては、実技テスト終了
後に面接）�

　　⑵　検査場
　　　　検査場は、志願先高等学校（本校又は分校）とする。ただ

し、しまなみ高等学校にあっては、今治西高等学校伯方分校
とする。

　４　入学者の選抜方法
　　　第３の６の規定に準ずる。この場合において、追検査に係る

検査教科の学力検査の成績並びに面接及び実技テストの結果
は、それぞれ一般入学者選抜に係る当該検査教科の学力検査の
成績並びに面接及び実技テストの結果とみなす。

　５　合格者の発表
　　　合格者の発表は、令和８年３月18日（水）午前10時に、当該

高等学校（令和８年度に新設される小松高等学校、東予総合高
等学校、しまなみ高等学校、八幡浜高等学校及び北条清新高等
学校にあっては、それぞれ、小松高等学校、東予高等学校、今
治西高等学校伯方分校、八幡浜高等学校及び北条高等学校）に
おいて、受検番号を掲示して行う。

　　　また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検
番号を掲載する。

　６　学力検査の得点等の郵便等又は口頭による開示請求
　　　第３の８の規定に準ずる。
第５　特色入学者選抜
　１　実施学科
　　　令和８年度入学者の募集を行う全日制の課程の全ての学科及

び北条清新高等学校の定時制の課程について実施する。
　２　募集人員
　　⑴　特色入学の募集人員は、普通科、その他普通科、理数科、

国際文理科、国際科及び普通科とのくくり募集をする学科に
あっては当該学科の募集定員の30パーセント程度を上限とし
て、職業教育を主とする学科（普通科とのくくり募集をする
学科を除く。）及び総合学科にあっては当該学科の募集定員
の50パーセント程度を上限として、体育科及び芸術科にあっ
ては当該学科の募集定員の100パーセントを上限として、高
等学校長が当該高等学校の学科ごとに定め、事前に公表す
る。

　　　　なお、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の単位
をもって学科とみなす。

　　⑵　全国募集を実施する学科については、体育科及び芸術科に
あっては、⑴の募集人員の枠内において、その他の学科にあ
っては、⑴の募集人員とは別枠として、県外の中学校等を卒
業する見込みの者若しくは卒業した者、又は県外の中等教育
学校の前期課程を修了する見込みの者若しくは修了した者を
対象に特色入学者を募集すること（以下「県外特色入学者募
集」という。）ができる。

　３　出願
　　⑴　出願資格

　　　ア　特色入学を志願できる者は、県内の中学校等を卒業した
者若しくは県内の中等教育学校の前期課程を修了した者又
は令和８年３月末日までにこれらの学校を卒業若しくは修
了する見込みの者（県外特色入学者募集にあっては、県外
の中学校等を卒業した者若しくは県外の中等教育学校の前
期課程を修了した者又はこれらの学校を令和８年３月末日
までに卒業若しくは修了する見込みの者）であって、高等
学校長が当該高等学校の学科ごとに定める出願資格の要件
を満たす者とする。ただし、愛媛県県立中等教育学校の前
期課程から後期課程へ令和８年度に進級する意思を示した
者を除く。

　　　イ　出願資格の詳細については、高等学校長が、当該高等学
校の教育目標、学科の特色、地域性等を十分考慮して定め
るものとする。

　　　ウ　特色入学を志願できる者は、合格した場合に入学を確約
できる者とする。

　　⑵　出願期間
　　　　出願期間は、令和８年１月13日（火）午前９時から同月20

日（火）正午までとする。
　　⑶　出願制限
　　　　特色入学志願者は、２以上の公立高等学校（他の都道府県

の公立高等学校を含む。）又は学科に出願することはできな
い。ただし、くくり募集をする学科にあっては、当該募集の
単位をもって学科とみなす。

　　⑷　出願方法
　　　　特色入学志願者は、えひめ電子申請システムにより出願を

行うものとする。
　　　　なお、出願に際し提出が必要となる各種書類については、

同システムにより提出することとされているものを除き、持
参又は郵便等により提出するものとする。

　　⑸　出願手続
　　　ア　特色入学志願者は、次のとおり出願手続を行うものとす

る。
　　　　ア　特色入学志願者は、事前にえひめ電子申請システムの

利用者登録を行った上で、同システムにより出願手続を
行うとともに、入学選考料（全日制の課程2,200円、定
時制の課程950円）を所定の方法にて支払わなければな
らない。

　　　　イ　特色入学志願者は、アにより出願手続を行うととも
に、中学校長を経て（在籍校等のない場合にあっては、
直接）、志願先高等学校長に自己アピール書を提出しな
ければならない。

　　　　ウ　県外特色入学者募集の志願者は、ア及びイにより出願
手続を行うとともに、中学校長を経て（在籍校等のない
場合にあっては、直接）、志願先高等学校長に入学志願
理由書を提出しなければならない。

　　　イ　中学校長は、特色入学志願者による出願手続が行われた
ときは、次のとおり手続を行うものとする。

　　　　ア　特色入学志願者の在籍校等が県内の公立の中学校等又
は中等教育学校である場合、中学校長は、特色入学志願
者が出願手続により入力したデータに報告書及び自己ア
ピール書を添付して、入試出願システムにより志願先高
等学校長へ提出するものとする。
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　　　　イ　特色入学志願者の在籍校等がアに掲げるもの以外の場
合、中学校長は、えひめ電子申請システムの利用者登録
を行った上で、同システムにより報告書及び自己アピー
ル書（県外からの特色入学志願者の場合は、報告書、自
己アピール書及び入学志願理由書）を志願先高等学校長
へ提出するものとする。ただし、これにより難い特別の
事情があるときは、別に定めるところによるものとす
る。

　　　ウ　高等学校長は、出願手続が行われたときは、次のとおり
手続を行うものとする。

　　　　ア　高等学校長は、提出された出願手続のデータ、報告書
及び自己アピール書について受理する。

　　　　イ　高等学校長は、入学志願理由書の提出があった場合
は、志願の理由が適当と認められた者について、出願期
間中に、県外からの入学志願者受付承認願２部を教育長
に提出し、承認を受けるものとする。

　４　報告書
　　　中学校長から志願先高等学校長に提出する報告書は次のとお

りとする。
　　　調査書
　５　検査
　　⑴　検査項目
　　　　特色入学志願者に対して、作文、小論文、面接、集団討

論、実技テスト及びプレゼンテーションから、各高等学校が
選択した検査項目を実施する。

　　　　なお、検査項目及び実施内容は、高等学校長が当該高等学
校の学科ごとに定め、事前に公表する。

　　⑵　期日及び日程

期　　　日 時　　間 検査項目等

令和８年
１月30日（金）

９：00～ 点呼・受検上の注意

点呼・受検上
の注意終了後 各高等学校が定めた検査項目

　　⑶　検査場
　　　　検査場は、志願先高等学校（本校又は分校）とする。ただ

し、しまなみ高等学校にあっては、今治西高等学校伯方分校
とする。

　６　特色入学者の選抜方法
　　　高等学校長は、自己アピール書、報告書及び当該高等学校が

定めた検査項目の結果を資料とし、当該高等学校、学科等の特
色を踏まえて総合的に判定し、特色入学者を選抜する。

　７　合格内定者の通知
　　⑴　高等学校長は、令和８年２月６日（金）午前10時から同月

９日（月）正午までの間に、中学校長に選抜の結果を特色入
学者選抜結果通知書により通知するとともに、合格内定通知
書及び入学確約書の用紙を交付する。

　　⑵　中学校長は、合格内定者に合格内定通知書及び入学確約書
の用紙を交付するものとする。

　　⑶　合格内定通知書の交付を受けた者は、中学校長を通じ、入
学確約書を令和８年２月13日（金）正午までに志願先高等学
校長に提出しなければならない。

　８　合格者の発表
　　　合格者の発表は、令和８年３月18日（水）午前10時に、当該

高等学校（令和８年度に新設される小松高等学校、東予総合高
等学校、しまなみ高等学校、八幡浜高等学校及び北条清新高等
学校にあっては、それぞれ、小松高等学校、東予高等学校、今
治西高等学校伯方分校、八幡浜高等学校及び北条高等学校）に
おいて、受検番号を掲示して行う。

　　　また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検
番号を掲載する。

第６　定時制の課程の第２次募集
　１　実施学科
　　　令和８年１月30日（金）に実施した特色入学者選抜並びに令

和８年３月５日（木）及び６日（金）に実施した一般入学者選
抜（令和８年３月13日（金）に実施した追検査を含む。）（以
下「第１次募集」という。）における合格者数が募集定員に満
たない定時制の課程の学科について、第２次募集を行うものと
する。

　２　募集人員
　　　募集定員から第１次募集における合格者数を差し引いた数を

第２次募集の募集人員とし、令和８年３月18日（水）午前10時
に、当該高等学校（令和８年度に新設される八幡浜高等学校及
び北条清新高等学校にあっては、それぞれ、八幡浜高等学校及
び北条高等学校）に掲示する。

　３　出願
　　⑴　出願資格
　　　　第３の３⑴に定める出願資格を有する者とする。
　　⑵　出願期間
　　　　出願期間は、令和８年３月19日（木）午前９時から同月25

日（水）正午までとし、受付時間は、土曜日、日曜日及び休
日を除く日の午前９時から午後４時まで（同月25日（水）に
あっては、午前９時から正午まで）とする。

　　　　なお、郵便等の場合も、同期間内に必着のこと。
　　⑶　出願制限
　　　　第１次募集の場合に準ずる。
　　⑷　出願手続
　　　ア　入学志願者は、入学願書に入学選考料（950円）に相当

する愛媛県収入証紙を貼付し、受検票を添え、中学校長を
経て（在籍校等のない場合にあっては、直接）、志願先高
等学校長に提出しなければならない。

　　　イ　県外からの出願手続は、次のとおりとする。
　　　　ア　県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に入

学志願理由書を添えて提出しなければならない。
　　　　イ　高等学校長は、入学志願理由書の提出があった場合

は、志願の理由が適当と認められた者について、出願期
間中に、県外からの入学志願者受付承認願２部を教育長
に提出し、承認を受けるものとする。

　　　ウ　特別措置願、自己申告書及び海外帰国生徒等取扱措置願
の提出については、第１次募集の場合に準ずる。

　　⑸　志願変更
　　　　志願変更は、できないものとする。
　４　報告書
　　　第１次募集の場合に準ずる。ただし、提出期間は、令和８年

３月19日（木）午前９時から同月25日（水）正午までとし、学
習成績等一覧表は、提出を要しない。

　５　学力検査等
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　　　第１次募集の場合に準ずる。ただし、学力検査及び面接の実
施期日及び日程は、次による。

期　　　日 時　　間 教　　科　　等

令和８年
３月30日（月）

９：30～10：00 点呼・受検上の注意

10：15～10：45 国　　　語

11：00～12：00 社会・数学・理科・英語のうち２教科を選択受検�

12：00～13：00 （昼　　　食）

13：10～ 面　　　接

　６　入学者の選抜方法
　　　第１次募集の場合に準ずる。
　７　合格者の発表
　　　合格者の発表は、令和８年３月31日（火）午前10時に、当該

高等学校（令和８年度に新設される八幡浜高等学校及び北条清
新高等学校にあっては、それぞれ、八幡浜高等学校及び北条高
等学校）において、受検番号を掲示して行う。

　　　また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検
番号を掲載する。

　８　学力検査の得点等の郵便等又は口頭による開示請求
　　　第１次募集の場合に準ずる。ただし、郵便等又は口頭による

開示請求をすることができる期間は、令和８年３月31日（火）
から１月間とする。

第７　その他
　１　既に納付した入学選考料は、一切返還しない。
　２　出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、高等

学校長は、当該生徒の合格又は入学許可を取り消すものとす
る。

　３　この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項
は、教育長が定める。

○愛媛県教育委員会告示第４号
　令和８年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項を次のよ
うに定める。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也
　　　令和８年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考実施要項
　令和８年度愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考は、この要項
に基づいて実施する。ただし、第４学年の欠員補充のための編入学
については、愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）
が別に定める要領により行う。
１　募集人員
　　令和８年度県立中等教育学校の第１学年の募集人員は、次のと
おりとする。
　　愛媛県立今治東中等教育学校　　　140名
　　愛媛県立松山西中等教育学校　　　160名
２　通学区域
　　通学区域は、愛媛県県立中等教育学校の通学区域に関する規則
（平成14年愛媛県教育委員会規則第14号）の定めるところによ
る。
３　出願資格
　　入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。
　⑴　令和８年３月末日までに県内の小学校又はこれに準ずる学校

（以下「小学校等」という。）を卒業する見込みの者
　⑵　令和８年３月末日までに県外の小学校等を卒業する見込みの

者又は県外の義務教育学校の前期課程を修了する見込みの者
で、教育長が特別に出願を認めたもの

４　出願期間
　　出願期間は、令和７年12月12日（金）午前９時から同月18日
（木）正午までとし、受付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の
午前９時から午後４時まで（同月18日（木）にあっては、午前９
時から正午まで）とする。

　　なお、郵便等（郵便又は民間事業者による信書の送達に関する
法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便
事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同
条第２項に規定する信書便をいう。以下同じ。）の場合も、同期
間内に必着のこと。

５　出願手続
　⑴　入学志願者は、入学志願書に入学選考料（2,200円）に相当

する愛媛県収入証紙を貼付し、入学志願理由書、受検票及び入
学予定者選考結果通知用の返信用封筒（長形３号とし、必ず宛
先を明記して110円切手を貼ること。）を添え、在籍する小学
校等又は義務教育学校の校長（以下「小学校長」という。）を
経て、志願先の中等教育学校の校長（以下「志願先中等教育学
校長」という。）に提出しなければならない。

　⑵　入学志願者は、２以上の公立中等教育学校（他の都道府県の
公立の中高一貫教育校（学校教育法施行規則（昭和22年文部省
令第11号）第75条第２項に規定する連携型中学校を除く。）を
含む。）に出願することはできない。

　⑶　県外からの出願手続は、次のとおりとする。
　　ア　県外からの入学志願者は、⑴により提出する書類に県外か

らの入学志願事由書を添えて提出しなければならない。
　　イ　志願先中等教育学校長は、志願の事由が適当と認められた

者について、出願期間中に、県外からの入学志願受付承認願
２部を教育長に提出し、承認を受けるものとする。

　⑷　小学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断される
者が志願する場合には、令和７年12月５日（金）までに作文、
適性検査及び面接に関する特別措置願を志願先中等教育学校長
に提出するものとする。

　　　中等教育学校長は、特別措置願の提出があった場合は、その
写しを令和７年12月11日（木）までに教育長に提出し、協議す
るものとする。

　⑸　海外帰国児童等（ウに掲げる者をいう。以下同じ。）として
の扱いを希望する場合の手続は、次のとおりとする。

　　ア　海外帰国児童等としての扱いを希望する者は、小学校長を
経て、令和７年12月５日（金）までに海外帰国児童等取扱措
置願を志願先中等教育学校長に提出しなければならない。た
だし、やむを得ない事情で、期限内に提出ができない場合
は、その事情を記した事由書を添えて提出するものとする。

　　イ　中等教育学校長は、海外帰国児童等取扱措置願の提出があ
った場合は、その写しを令和７年12月11日（木）までに教育
長に提出し、当該者の海外現地校在学その他海外経験等の事
情を勘案し、適性検査の実施等に関し講ずべき措置について
協議するものとする。
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　　ウ　海外帰国児童等とは、保護者とともに県内に住所を有する
者又は令和８年４月１日までに県内に住所を有する予定の者
で、帰国後又は入国後の期間（帰国又は入国した日から令和
７年12月11日までの期間をいう。）が５年以内であり、か
つ、外国における在住期間が、帰国時又は入国時から遡り継
続して１年以上であるものをいう。ただし、保護者が引き続
き海外に居住する場合は、身元引受人を保護者とみなす。

６　志願者数の状況等の公表
　　中等教育学校長は、出願期間中、その学校の募集人員及び志願
者数の状況を、学校のホームページに掲載し、及び学校の適当な
場所に掲示するものとする。
７　調査書の提出
　⑴　小学校長は、調査書を令和７年12月25日（木）、同月26日

（金）、令和８年１月５日（月）又は同月６日（火）の午前９
時から午後４時までの間に、志願先中等教育学校長に提出する
ものとする。

　⑵　小学校長は、やむを得ない事情で調査書を提出できないとき
は、その事情を記した事由書及び当該調査書に代わる参考資料
を提出するものとする。

　⑶　志願先中等教育学校長は、調査書の内容について、必要があ
れば小学校長に説明を求めることができる。

８　受検票の交付
　　中等教育学校長は、令和７年12月25日（木）から令和８年１月
６日（火）までの間に、受検番号等を記入した受検票を小学校長
を通じて入学志願者に交付する。
９　作文、適性検査及び面接
　　入学志願者全員に対して、次により作文、適性検査及び面接を
行う。
　⑴　作文
　　　作文の字数は、600字程度とする。
　⑵　適性検査
　　　入学志願者の多様な個性や能力などの優れた面を評価すると

ともに、主体的に学びに向かう姿勢を問うものとする。
　⑶　面接
　　　入学志願者全員に対して、グループ面接を行う。
　⑷　期日及び日程

期　　　日 時　　間 検　　査　　等

令和８年
１月９日（金）

８：50 集合（志願先中等教育学校）

９：00～９：25 点呼、受検上の注意

９：40～10：30 作　　　文

10：50～11：50 適 性 検 査

11：50～12：40 （昼　　　食）

12：40～ 面　　　接

　⑸　検査場
　　　検査場は、志願先の中等教育学校とする。
　⑹　受検に当たっての留意事項
　　ア　作文、適性検査及び面接とも、開始５分前までに入室する

こととし、その開始の時刻までに入室しない者は、原則とし
てその時間の検査等を受検できないものとする。

　　イ　当日の持参品は、次のとおりとする。
　　　　受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消し

ゴム、定規、下敷き（無地）、弁当
　　ウ　イの持参品以外のもの（計算・翻訳・通信等の機能をもっ

た物品等）の検査場への持込みは、禁止する。
10　入学予定者の選考
　　中等教育学校長は、入学志願理由書、調査書並びに作文、適性
検査及び面接の結果を資料として、当該中等教育学校の特色を踏
まえ、入学志願者の意欲や適性等を総合的に判断して、入学予定
者を選考する。

　⑴　調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の取扱いについ
ては、次の方法により行うものとする。

　　ア　調査書の記録の評価は、50点満点とし、評価方法等につい
ては、中等教育学校長が定める。

　　イ　作文、適性検査及び面接の評価は、それぞれ50点満点とす
る。

　⑵　入学志願理由書については、記載された内容によって不利が
生ずることのないよう、選考に際して入学志願者を理解するた
めの補助資料として扱うものとする。

　⑶　通学区域外からの入学志願者については、愛媛県県立中等教
育学校の通学区域に関する規則の規定に従って選考する。

　⑷　海外帰国児童等の入学志願者で、５⑸イの協議において措置
を講ずる必要があると認められたものについては、⑴にかかわ
らず、中等教育学校長は、当該協議に基づき、入学志願者の意
欲や適性等を総合的に判断して、入学予定者を選考する。

11　入学予定者の発表
　⑴　入学予定者の発表は、令和８年１月16日（金）午前９時に、

当該中等教育学校において、受検番号を掲示して行う。
　　　また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検

番号を掲載する。
　⑵　中等教育学校長は、令和８年１月16日（金）午前９時から同

月21日（水）正午までの間に、入学予定者の選考結果を入学志
願者及び小学校長に通知するとともに、入学確約書の用紙を入
学予定者に配付する。

12　選考結果の郵便等又は口頭による開示請求
　⑴　選考結果については、郵便等又は口頭により開示請求をする

ことができる。
　⑵　郵便等又は口頭による開示請求をすることができる期間は、

令和８年１月16日（金）から１月間とする。
　　　なお、郵便等による開示請求をするときは、当該期間の消印

があれば期間内に開示請求があったものとみなすこととする。
　⑶　郵便等による開示請求は、試験等成績開示請求書に必要事項

を記入の上、入学志願者本人が本人であることを確認できる顔
写真付きの書類（受検票等）の写し及び返信用封筒（宛先を明
記し簡易書留郵便料金相当分の切手を貼付したもの）を同封
し、志願先の中等教育学校に送付することにより行うこと。

　⑷　口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であることを
確認できる顔写真付きの書類（受検票等）を持参の上、土曜
日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178
号）に規定する休日を除く日の午前８時30分(１月16日（金）
にあっては、午前９時）から午後５時までの間に、志願先の中
等教育学校で行うこと。

　⑸　開示内容については、次のとおりとする。
　　　調査書の記録並びに作文、適性検査及び面接の得点
13　入学予定者の手続等
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　⑴　入学予定者の手続
　　ア　入学確約書の提出
　　　　入学予定者の保護者は、当該入学予定者の受検票を持参の

上、入学確約書を志願先中等教育学校長に提出しなければな
らない。入学確約書の提出期間は、令和８年１月16日（金）
の入学予定者の発表後から同月26日（月）午後４時まで（受
付時間は、土曜日及び日曜日を除く日の午前９時から午後４
時まで）とし、この期間に提出がない場合には、入学の意思
がないものとして取り扱うものとする。

　　イ　入学予定者証明書の交付
　　　　中等教育学校長は、入学予定者の保護者から入学確約書の

提出があった場合、直ちに入学予定者証明書を交付するもの
とする。

　　　　また、中等教育学校長は、入学予定者の保護者に対し、入
学予定者の住所の存する市区町村（一部事務組合を含む。以
下同じ。）の教育委員会に、入学予定者を県立中等教育学校
へ就学させる旨を、交付された入学予定者証明書を添えて届
け出るよう、文書により周知するものとする。

　　ウ　入学の辞退
　　　　保護者の転勤等やむを得ない事情により、入学予定者が入

学を辞退しようとする場合、その保護者は、速やかに、入学
辞退届に当該入学予定者の受検票（入学予定者証明書を市区
町村の教育委員会へ提出していない場合は入学予定者証明書
を含む。）を添えて、志願先中等教育学校長に提出しなけれ
ばならない。

　⑵　入学予定者の欠員の補充
　　ア　中等教育学校長は、入学辞退その他の理由により入学予定

者に欠員を生じた場合には、その都度、あらかじめ定めた補
欠入学予定者を、優先順位の上位から順に、入学の意思を確
認の上、入学予定者とする。この場合において、入学意思の
確認は、小学校長を経て行うものとする。

　　イ　欠員の補充を実施する期間は、令和８年３月31日（火）ま
でとする。

　　ウ　欠員の補充の手続は、⑴の入学予定者の手続に準じて行
う。この場合において、中等教育学校長は、当該手続等につ
いて小学校長を経て通知するものとする。

14　その他
　⑴　既に納付した入学選考料は、一切返還しない。
　⑵　出願に関して、虚偽又は不正の事実が判明した場合は、中等

教育学校長は、当該児童に係る入学予定者の決定又は入学許可
を取り消すものとする。

　⑶　この要項に定めるもののほか、入学者選考に関し必要な事項
は、教育長が定める。

○愛媛県教育委員会告示第５号
　令和８年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項を
次のように定める。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也

令和８年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要
項

　令和８年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の

入学者の選抜は、この要項に基づいて実施する。
第１　募集人員
　　令和８年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科
の第１学年の募集人員は、別表のとおりとする。

第２　本科入学者選抜
　１　出願
　　⑴　出願資格
　　　　入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令

（昭和28年政令第340号）第22条の３の表に定める程度の者
で、次のいずれかに該当するものとする。

　　　ア　令和８年３月末日までに特別支援学校の中学部、中学校
若しくは義務教育学校（以下「中学部等」という。）を卒
業する見込みの者又は中等教育学校の前期課程を修了する
見込みの者

　　　イ　中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修
了した者

　　　ウ　中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認めら
れる者

　　⑵　出願期間
　　　ア　松山盲学校への出願期間は、令和８年１月27日（火）午

前９時から２月９日（月）正午までとし、受付時間は、土
曜日及び日曜日を除く日の午前９時から午後４時まで（２
月９日（月）にあっては、午前９時から正午まで）とす
る。

　　　　　なお、郵便等（郵便又は民間事業者による信書の送達に
関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定す
る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信
書便事業者による同条第２項に規定する信書便をいう。以
下同じ。）の場合も、同期間内に必着のこと。

　　　イ　松山盲学校以外の県立特別支援学校（以下「その他特別
支援学校」という。）への出願期間は、令和８年１月27日
（火）午前９時から２月９日（月）正午までとする。

　　⑶　出願制限
　　　ア　入学志願者は、２以上の県立特別支援学校又は障がい部

門への出願をすることはできない。
　　　イ　入学志願者は、２以上の学科を設置する県立特別支援学

校の学科を志望する場合で、当該校の他の学科を第２志望
とするときを除いては、２以上の学科への出願をすること
はできない。

　　⑷　出願手続
　　　ア　松山盲学校への出願手続は、次のとおりとする。
　　　　ア　入学志願者は、次のとおり出願手続を行うものとす

る。
　　　　　ａ　入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又

は出身の中学部等又は中等教育学校（以下「在籍中学
部等」という。）の校長（以下「在籍中学部等校長」
という。）を経て（在籍中学部等のない場合（在籍中
学部等が外国に所在する場合を含む。以下同じ。）に
あっては、直接）、松山盲学校長に提出しなければな
らない。

　　　　　ｂ　県外からの入学志願者は、ａにより提出する書類に
入学志願理由書を添えて提出しなければならない。

　　　　イ　松山盲学校長は、入学志願理由書の提出があった場合
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は、志願の理由が適当と認められた者について、速やか
に県外からの入学志願者受付承認願２部を愛媛県教育委
員会教育長（以下「教育長」という。）に提出し、承認
を受けるものとする。

　　　イ　その他特別支援学校への出願手続は、次のとおりとす
る。

　　　　ア　入学志願者は、次のとおり出願手続を行うものとす
る。

　　　　　ａ　入学志願者は、事前にえひめ電子申請システムの利
用者登録を行った上で、同システムにより、出願手続
を行う。

　　　　　ｂ　県外からの入学志願者は、ａにより出願手続を行う
とともに、在籍中学部等校長を経て（在籍中学部等の
ない場合にあっては、直接）、志願先の特別支援学校
（令和８年度に新設される松山城北特別支援学校にあ
っては、みなら特別支援学校）の校長（以下「志願先
校長」という。）に入学志願理由書を提出しなければ
ならない。

　　　　イ　在籍中学部等校長は、入学志願者による出願手続が行
われたときは、次のとおり手続を行うものとする。

　　　　　ａ　入学志願者の在籍中学部等が県内の公立の中学部等
又は中等教育学校である場合、在籍中学部等校長は、
入学志願者が出願手続により入力したデータに報告書
（２に掲げるものをいう。以下同じ。）を添付して、
専用の出願管理システム（以下「入試出願システム」
という。）により志願先校長へ提出するものとする。

　　　　　ｂ　入学志願者の在籍中学部等がａに掲げるもの以外の
場合、在籍中学部等校長は、えひめ電子申請システム
の利用者登録を行った上で、同システムにより報告書
（県外からの入学志願者の場合は、報告書及び入学志
願理由書）を志願先校長へ提出するものとする。

　　　　ウ　志願先校長は、出願手続が行われたときは、次のとお
り手続を行うものとする。

　　　　　ａ　志願先校長は、提出された出願手続のデータ及び報
告書について受理する。

　　　　　ｂ　志願先校長は、入学志願理由書の提出があった場合
は、志願の理由が適当と認められた者について、速や
かに県外からの入学志願者受付承認願２部を教育長に
提出し、承認を受けるものとする。

　２　報告書
　　⑴　在籍中学部等校長は、次の報告書を、志願先校長に提出す

るものとする。
　　　ア　調査書（令和２年３月以前の卒業生については、卒業証

明書）
　　　イ　健康診断票
　　　ウ　眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る。）
　　　　なお、松山盲学校への出願については、令和８年２月12日

（木）午前９時から同月20日（金）午後４時までの間に提出
するものとする。

　　　　おって、郵便等の場合も、同期間内に必着のこと。
　　⑵　在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告
書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

　　⑶　志願先校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍
中学部等校長に説明を求めることができる。

　３　学力検査
　　　普通科及びキャリアデザイン科以外の学科の入学志願者に対

して、次により学力検査を行う。
　　⑴　検査教科
　　　　当該特別支援学校の校長（以下「特別支援学校長」とい

う。）が、学校の実態に応じて決定する。
　　⑵　検査問題
　　　　令和８年度の愛媛県県立高等学校等の入学者等の選抜に係

る学力検査の検査教科及び出題範囲並びに学力検査等の期日
及び合格者の発表の日について（令和７年５月20日愛媛県教
育委員会公告。以下「公告」という。）２⑴イアに定めると
ころによる。

　　⑶　期日及び日程
　　　　検査期日は、令和８年３月10日（火）とし、その日程につ

いては、特別支援学校長が定める。
　　⑷　検査場
　　　　検査場は、志願先の特別支援学校とする。
４　面接及び適性検査
　　⑴　面接
　　　　入学志願者全員に対して、面接を行う。
　　⑵　適性検査
　　　ア　特別支援学校長が、学科の特色から判断して必要と認め

る学科の入学志願者に対して行う。
　　　イ　内容は、特別支援学校長が、学科の特色に応じて決定す

る。
　　⑶　期日及び日程
　　　　学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

特別支援学校長が定める。
　　⑷　検査場
　　　　検査場は、志願先の特別支援学校とする。ただし、松山城

北特別支援学校にあっては、みなら特別支援学校松山城北分
校とする。

　５　入学者の選抜方法
　　　特別支援学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び

適性検査の結果を資料とし、当該学校、学科等の特色を踏まえ
て、その教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して
入学者を選抜する。

　６　合格者の発表
　　　合格者の発表は、令和８年３月19日（木）午前10時に、当該

特別支援学校（令和８年度に新設される松山城北特別支援学校
にあっては、みなら特別支援学校松山城北分校）において、受
検番号を掲示して行う。

　　　また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検
番号を掲載する。

　７　学力検査結果の郵便等又は口頭による開示請求
　　⑴　学力検査の結果については、郵便等又は口頭により開示請

求をすることができる。
　　⑵　郵便等又は口頭による開示請求をすることができる期間

は、令和８年３月19日（木）から１月間とする。
　　　　なお、郵便等による開示請求をするときは、当該期間の消

印があれば期間内に開示請求があったものとみなすこととす
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る。
　　⑶　郵便等による開示請求は、試験等成績開示請求書に必要事

項を記入の上、入学志願者本人が本人であることを確認でき
る顔写真付きの書類（受検票等）の写し及び返信用封筒（宛
先を明記し簡易書留郵便料金相当分の切手を貼付したもの）
を同封し、志願先の特別支援学校に送付することにより行う
こと。

　　⑷　口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であること
を確認できる顔写真付きの書類（受検票等）を持参の上、
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法
律第178号）に規定する休日を除く日の午前９時（３月19日
（木）にあっては、午前10時）から午後５時までに、志願先
の特別支援学校で行うこと。

　　⑸　開示内容については、次のとおりとする。
　　　　学力検査の教科別得点とその合計得点
第３　専攻科入学者選抜
　１　出願
　　⑴　出願資格
　　　　入学を志願できる者は、その障がいが学校教育法施行令第

22条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当する
ものとする。

　　　ア　令和８年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学
校又は中等教育学校（以下「高等部等」という。）を卒業
する見込みの者

　　　イ　高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力がある
と認められる者

　　⑵　出願期間
　　　　本科入学者選抜の場合に準ずる。
　　⑶　高等部本科との併願
　　　　入学志願者は、松山盲学校の高等部本科のいずれかの学科

を第２志望とすることができる。
　　⑷　出願手続
　　　ア　入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出

身の高等部等（以下「在籍高等部等」という。）の校長
（以下「在籍高等部等校長」という。）を経て（在籍高等
部等のない場合（在籍高等部等が外国に所在する場合を含
む。以下同じ。）にあっては、直接）、松山盲学校長に提
出しなければならない。

　　　イ　県外からの出願手続は、本科入学者選抜の場合に準ず
る。

　２　報告書
　　⑴　在籍高等部等校長は、次の報告書を令和８年２月12日

（木）午前９時から同月20日（金）午後４時までに、松山盲
学校長に提出するものとする。

　　　ア　調査書（令和２年３月以前の卒業生については、卒業証
明書）

　　　イ　健康診断票
　　　ウ　眼科診断票
　　　　なお、郵便等の場合も、同期間内に必着のこと。
　　⑵　在籍高等部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を

提出できないときは、その事情を記した事由書及び当該報告
書に代わる参考資料を添えて提出するものとする。

　　⑶　松山盲学校長は、報告書の内容について、必要があれば在

籍高等部等校長に説明を求めることができる。
　３　学力検査
　　　入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。
　　⑴　検査教科
　　　　松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。
　　⑵　検査問題
　　　　公告２⑴イイに定めるところによる。
　　⑶　期日及び日程
　　　　検査期日は、令和８年３月10日（火）とし、その日程につ

いては、松山盲学校長が定める。
　　⑷　検査場
　　　　検査場は、松山盲学校とする。
　４　面接及び適性検査
　　⑴　面接
　　　　入学志願者全員に対して、面接を行う。
　　⑵　適性検査
　　　ア　松山盲学校長が、学科の特色から判断して必要と認める

学科の入学志願者に対して行う。
　　　イ　内容は、松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定す

る。
　　⑶　期日及び日程
　　　　学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、

松山盲学校長が定める。
　　⑷　検査場
　　　　検査場は、松山盲学校とする。
　５　入学者の選抜方法
　　　松山盲学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果を資料とし、学科の特色を踏まえて、その教育を
受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者を選抜す
る。

　６　合格者の発表
　　　合格者の発表は、令和８年３月19日（木）午前10時に、松山

盲学校において、受検番号を掲示して行う。
　　　また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページにも、受検

番号を掲載する。
　７　学力検査結果の郵便等又は口頭による開示請求
　　　本科入学者選抜の場合に準ずる。
第４　その他
　　この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項
は、教育長が定める。

別表　令和８年度愛媛県県立特別支援学校高等部募集人員

学　　校　　名 学　科　名 募集人員

松 山 盲 学 校
本 科

普 通 科 ８

保 健 理 療 科 ８

専攻科 理 療 科 ８

松 山 聾
ろう

学 校 本 科
普 通 科 ８

理 容 科 ８

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 本 科 普 通 科 24

み な ら 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 60

産 業 科 16
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今 治 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 50

産 業 科 16

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 聴 覚 障 が い 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 知 的 障 が い 部 門 ） 本 科

普 通 科 30

産 業 科 16

宇 和 特 別 支 援 学 校
（ 肢 体 不 自 由 部 門 ） 本 科 普 通 科 ８

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 本　科
普 通 科 32

産 業 科 ８

新居浜特別支援学校川西分校 本 科 普 通 科 ８

松 山 城 北 特 別 支 援 学 校 本 科
普 通 科 16

キャリアデザイン科 ８

計 340

公営企業管理規程

○愛媛県公営企業管理規程第10号
　愛媛県企業職員特殊勤務者就業規程及び愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆
　　　愛媛県企業職員特殊勤務者就業規程及び愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程
　（愛媛県企業職員特殊勤務者就業規程の一部改正）
第１条　愛媛県企業職員特殊勤務者就業規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（勤務時間）
第３条　省略
２　所属長は、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で職
員ごとに定める期間について、就業規程第４条第２項の規定によ
る週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）の該
当日数以上の日数となるように毎４週間につき４日以上の週休日
を設け、前項の勤務時間を次の区分によつて割り振るものとす
る。この場合においては、勤務時間が割り振られた日が引き続き
12日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務
時間が16時間を超えないようにしなければならない。

区　　　　分 始業時間 終業時間

省略

病院 ２交替勤務 日　勤 午前８時30分 午後５時15分

長日勤 午前８時30分 午後９時15分

遅　出 午後零時30分 午後10時

夜　勤 午後８時30分 午前９時15分

３交替勤務 省略

省略

３・４　省略

（勤務時間）
第３条　省略
２　所属長は、管理者の承認を得て、52週間を超えない範囲内で職
員ごとに定める期間について、就業規程第４条第２項の規定によ
る週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）の該
当日数以上の日数となるように毎４週間につき４日以上の週休日
を設け、前項の勤務時間を次の区分によつて割り振るものとす
る。この場合においては、勤務時間が割り振られた日が引き続き
12日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務
時間が16時間を超えないようにしなければならない。

区　　　　分 始業時間 終業時間

省略

病院

３交替勤務 省略

省略

３・４　省略

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　（愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部改正）
第２条　愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第５（第６条関係）
特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額

特殊勤務手
当の種類

支給を受ける者の範囲 支給額

省略

別表第５（第６条関係）
特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額

特殊勤務手
当の種類

支給を受ける者の範囲 支給額

省略

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前
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令和７年10月28日　発行

夜間看護等
手当

病院で深夜に勤務する
看護師等

省略

勤務１回につき
　手当額　7,300円以内
　省略

省略

夜間看護等
手当

病院で深夜に勤務する
看護師等

省略

勤務１回につき
　手当額　7,100円以内
　省略

省略

　　　附　則
　（施行期日）
１　この管理規程は、令和７年11月２日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
２　所属長は、この管理規程の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第１条の規定による改正後の愛媛県企業職員特殊勤務
者就業規程第３条第２項の規定の例により、同項の承認の申請を行うことができる。
３　管理者は、前項の規定による承認の申請があった場合には、施行日前においても、第１条の規定による改正後の愛媛県企業職員特殊勤
務者就業規程第３条第２項の規定の例により、その承認をすることがある。この場合において、当該承認は、施行日以後は、同項の規定
による承認とみなす。

公営企業訓令

○愛媛県公営企業訓令第５号
� 公営企業管理局
� 各　事　業　所
　愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和７年10月28日
� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆
　　　愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する訓令
　愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則（昭和46年愛媛県公営企業訓令第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（夜間看護等手当）
第13条　省略
２　前項に規定する手当の額は、次の区分による額とする。
⑴　前項第１号の業務
ア　勤務時間が深夜の全部を含む場合　勤務１回につき　7,30
0円
イ　深夜における勤務時間が４時間以上の場合（アに該当する
場合を除く。）　勤務１回につき　3,550円（当該業務に従
事した勤務が一の月につき９回目以降の場合にあつては、
7,100円）
ウ　省略
エ　省略
⑵・⑶　省略
３　省略

（夜間看護等手当）
第13条　省略
２　前項に規定する手当の額は、次の区分による額とする。
⑴　前項第１号の業務

ア　深夜における勤務時間が４時間以上の場合　　　　　　　
　　　　　　　　勤務１回につき　3,550円（当該業務に従
事した勤務が一の月につき９回目以降の場合にあつては、
7,100円）

イ　省略
ウ　省略

⑵・⑶　省略
３　省略

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

　　　附　則
　この訓令は、令和７年11月２日から施行する。


